
第一七一回 

閣第四九号 

   金融商品取引法等の一部を改正する法律案 

 （金融商品取引法の一部改正） 

第一条 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第四章 金融商品取引業協会」を 

「 第三章の三 信用格付業者  

  第一節 総則（第六十六条の二十七－第六十六条の三十一）  

  第二節 業務（第六十六条の三十二－第六十六条の三十六）  

  第三節 経理（第六十六条の三十七－第六十六条の三十九）  

  第四節 監督（第六十六条の四十－第六十六条の四十五）  

  第五節 雑則（第六十六条の四十六－第六十六条の四十九）  

 第四章 金融商品取引業協会 」 

 に、「第百三十三条」を「第百三十三条の二」に、「第六章 有価証券の取引等に関す

る規制（第百五十七条－第百七十一条）」を 

「 第五章の五 指定紛争解決機関  

  第一節 総則（第百五十六条の三十八－第百五十六条の四十一）  

  第二節 業務（第百五十六条の四十二－第百五十六条の五十四）  

  第三節 監督（第百五十六条の五十五－第百五十六条の六十一）  

 第六章 有価証券の取引等に関する規制（第百五十七条－第百七十一条） 」 

 に改める。 

  第二条第三項中「定めるもの」の下に「（次項において「取得勧誘類似行為」とい

う。）」を加え、「次項第一号」及び「次項第二号」を「次項」に改め、同項第二号ロ

(1)中「及び第四条第三項」を「、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十

二の二並びに第二十七条の三十四の二」に改め、同号ハ中「場合（」の下に「当該有価

証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して」を加え、「その

取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の者に所有される」に改め、同条第四項を

次のように改める。 

 ４ この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの

申込み又はその買付けの申込みの勧誘（取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣

府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。）のうち、当該売付け勧誘

等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、

当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる

場合に該当するもの（取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる

取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。）をいう。 

  一 多数の者（適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者

である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが尐ないも

のとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。）を相

手方として行う場合として政令で定める場合（特定投資家のみを相手方とする場合



を除く。） 

  二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 

   イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取

得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが尐ないものとして政令で

定める場合 

   ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに

該当するとき（イに掲げる場合を除く。）。 

    (1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者で

ある場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己の

ために当該売付け勧誘等を行うこと。 

    (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれ

が尐ないものとして政令で定める場合に該当すること。 

   ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合（当該有価証券と種

類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に

該当する場合を除く。）であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれ

が尐ないものとして政令で定める場合 

  三 その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係

る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合 

  第二条第六項中「均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める

場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハま

でに掲げる要件のすべて」を「第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第

二号ロに掲げる場合」に改め、同条第十項中「（第四条第一項第四号に掲げるものを除

く。）、同条第二項」を「、第四条第二項」に改め、同条第十八項中「第八十七条の六

第二項に規定する株式会社金融商品取引所」を「取引所金融商品市場を開設する株式会

社（以下「株式会社金融商品取引所」という。）」に、「第百五条の十六第四項」を

「第八十七条の三第三項」に改め、同条第二十九項中「第百五十六条の十九」を「第百

五十六条の十九第一項」に改め、同条に次の六項を加える。 

 34 この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人（これに類するものとして

内閣府令で定めるものを含む。）の信用状態に関する評価（以下この項において「信

用評価」という。）の結果について、記号又は数字（これらに類するものとして内閣

府令で定めるものを含む。）を用いて表示した等級（主として信用評価以外の事項を

勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。）をいう。 

 35 この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧

に供する行為（行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠け

るおそれが尐ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。）を業とし

て行うことをいう。 



 36 この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総

理大臣の登録を受けた者をいう。 

 37 この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項た

だし書の認可を受けて商品先物取引（商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取

引をいう。以下同じ。）をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所

をいう。 

 38 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所（商品先物取引法第二条第

五項に規定する会員商品取引所をいう。）及び株式会社商品取引所（同条第六項に規

定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水

準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。）をいう。 

 39 この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に

規定する商品取引所持株会社（金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準に

あると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。）をいう。 

  第二条の二第二項中「発行される場合」の下に「（これに類する場合として内閣府令

で定める場合（次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。）を含

む。）」を加え、同条第三項中「交付される場合」の下に「（組織再編成発行手続に類

似する場合に該当する場合を除く。）」を加え、同条第四項第二号ロ中「場合（」の下

に「当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交

付の状況等を勘案して」を加え、「その取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の

者に所有される」に改め、同条第五項を次のように改める。 

 ５ この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当

該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び

第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場

合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。 

  一 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合（組織

再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。） 

  二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 

   イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組

織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲

渡されるおそれが尐ないものとして政令で定める場合 

   ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合（当該組織再編成交付手続に

係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政

令で定める要件に該当する場合を除く。）であつて、当該組織再編成交付手続に

係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが尐ないものとして政令で定める場

合 

  三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場



合 

  第四条第一項第四号を次のように改める。 

  四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証

券の売出し（金融商品取引業者等が行うものに限る。）のうち、国内における当該

有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の

政令で定める要件を満たすもの（前三号に掲げるものを除く。） 

  第四条第二項中「その有価証券発行勧誘等」の下に「（取得勧誘及び組織再編成発行

手続をいう。以下同じ。）又は有価証券交付勧誘等（売付け勧誘等及び組織再編成交付

手続をいう。以下同じ。）」を加え、「第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項

第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取

得した有価証券に限る。）の有価証券交付勧誘等（売付け勧誘等及び組織再編成交付手

続をいう。以下同じ。）」を「第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規

定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲

げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資

家が取得した有価証券に限る。）の有価証券交付勧誘等」に改め、同項各号を次のよう

に改める。 

  一 第二条第三項第二号イに掲げる場合 

  二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合（同項第一号の規定により多数の者から適格

機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限

る。） 

  三 第二条第四項第二号イに掲げる場合 

  四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合（同項第一号の規定により多数の者から適格

機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限

る。） 

  五 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合 

  六 第二条の二第五項第二号イに掲げる場合 

  第四条第四項中「第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、」を削り、

同条第五項中「第一項第三号若しくは第五号」を「第一項第五号」に、「特定募集等」

を「特定募集」に改め、同条第六項中「特定募集等が行われる」を「特定募集又は第一

項第三号に掲げる有価証券の売出し（以下この項において「特定募集等」という。）が

行われる」に、「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで

当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五

号」に改める。 

  第五条第一項中「及び第百五十六条の三第二項第三号」を「、第六十六条の四十第五

項及び第百五十六条の三第二項第三号」に改める。 

  第十三条第一項中「第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものと



し、」を削る。 

  第二十三条の三第一項中「一億円以上の場合」の下に「（募集又は売出しを予定して

いる有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証

券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円

以上となる場合を含む。）」を加え、「発行若しくは売出しの限度額」を「発行残高の

上限」に改め、「有価証券発行勧誘等」の下に「又は有価証券交付勧誘等」を加え、

「その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け

勧誘等（同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。）に該当するものであつた

有価証券の売出し」を「特定投資家向け有価証券の売出し」に改める。 

  第二十三条の四中「発行予定額」の下に「又は発行残高の上限」を加える。 

  第二十三条の八第四項中「同条第五項中「当該特定募集等」を「同条第五項中「当該

特定募集」に、「係る」と、「当該特定募集等」を「係る」と、「当該特定募集」に、

「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の

発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号」に改める。 

  第二十三条の十三第一項を次のように改める。 

   有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当

するもの（第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者

から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつ

ては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方と

するものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。）を行う

者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当するこ

とにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われ

ていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければ

ならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行わ

れている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧

誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 

  一 第二条第三項第二号イに掲げる場合 

  二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合（同項第一号の規定により多数の者から適格

機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限

る。） 

  三 第二条第四項第二号イに掲げる場合 

  四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合（同項第一号の規定により多数の者から適格

機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限

る。） 

  五 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合 

  六 第二条の二第五項第二号イに掲げる場合 



  第二十三条の十三第二項中「適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定

する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により」を「適格機関投資家向け勧誘を

行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を」に改め、同条第四項を次の

ように改める。 

 ４ 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区

分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの（第二条第一項第九号に掲げる有価

証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、

第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除

く。以下この条において「尐人数向け勧誘」という。）を行う者は、当該尐人数向け

勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合（第一号イ又

はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。）のい

ずれかに該当することにより当該尐人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届

出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知

しなければならない。ただし、当該尐人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行

われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の尐人数向け勧誘で内

閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 

  一 第一項有価証券 次のいずれかの場合 

   イ 第二条第三項第二号ハに該当する場合 

   ロ 第二条第四項第二号ハに該当する場合 

   ハ 第二条の二第四項第二号ロに該当する場合 

   ニ 第二条の二第五項第二号ロに該当する場合 

  二 第二項有価証券 次のいずれかの場合 

   イ 第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合 

   ロ 第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合 

  第二十三条の十三第五項中「尐人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価

証券を当該尐人数向け勧誘等により」を「尐人数向け勧誘を行う者は、当該尐人数向け

勧誘により有価証券を」に改める。 

  第二十三条の十四を削る。 

  第二十七条の三十の九第二項中「、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなけ

ればならない書面」を削る。 

  第二十七条の三十一第一項中「特定投資家向け売付け勧誘等」の下に「（当該特定投

資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつ

て、尐数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除

く。）」を加える。 

  第二十七条の三十二の次に次の一条を加える。 

  （外国証券情報の提供又は公表） 



 第二十七条の三十二の二 金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価

証券の売出し（以下「外国証券売出し」という。）により有価証券を売り付ける場合

には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める

情報（以下「外国証券情報」という。）をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供

し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証

券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限

りでない。 

 ２ 外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証

券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者

その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の

投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、

外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関す

る情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護

に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限り

でない。 

 ３ 前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者

等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に

委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければなら

ない。 

  第二十七条の三十四中「次条」を「第二十七条の三十五」に改め、同条の次に次の一

条を加える。 

  （外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任） 

 第二十七条の三十四の二 第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を

売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生

じた損害を賠償する責めに任ずる。 

 ２ 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若

しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する

情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等

は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた

者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取

引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を

用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでな

い。 

 ３ 外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの

（以下この項において「公表情報」という。）のうちに、重要な事項について虚偽の

情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせな



いために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表し

た金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間

に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から

当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得

した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する

責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽で

あり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知る

ことができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 

  第二十九条の二第一項第三号中「及び次章」を「から第三章の三まで」に改める。 

  第二十九条の四第一項第一号イ中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六

条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六

十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、

同項第二号ニ中「場合若しくは」を「場合、」に改め、「第六十六条の登録を取り消さ

れたことがある場合」の下に「若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十

二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合」を加

え、同号ヘ中「若しくは第六十六条の二十第二項」を「、第六十六条の二十第二項若し

くは第六十六条の四十二第二項」に改める。 

  第三十三条第一項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は」を

「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関（以下この条、次条及び第二百

一条において「金融機関」という。）は」に、「銀行、協同組織金融機関その他政令で

定める金融機関が」を「金融機関が」に改め、同条第二項中「銀行、協同組織金融機関

その他政令で定める」を削り、同項第五号中「、均一の条件で」を削り、同条第三項中

「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。 

  第三十三条の二中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。 

  第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条

の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十

六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。 

  第三十四条の二第二項中「、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある

場合を除き」を削り、同条第三項中「この場合において、第二号に規定する期限日は、

第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日（内閣府令で定める場合にあつ

ては、当該経過する日前で内閣府令で定める日）としなければならない。」を削り、同

項第一号中「第五項各号及び第九項」を「以下この条」に改め、同項第二号を削り、同

項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「期限日以前」を「承諾日以後」に改め、同

号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同条第五項各

号中「承諾日から期限日まで」を「承諾日以後」に改め、同条第六項中「期限日以前

に」を削り、同条第八項中「（期限日以前に締結するものに限る。）」を削り、同条第



九項及び第十項を削り、同条第十一項中「期限日以前」を「承諾日以後」に、「第九

項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条に次の四項を加える。 

 10 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自

己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 

 11 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、

この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面によ

り、当該申出をした者（次項において「復帰申出者」という。）の同意を得なければ

ならない。 

 12 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定める

ところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの

により得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面

による同意を得たものとみなす。 

 13 金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定によ

る承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、

第六項及び第八項の規定は、適用しない。 

  第三十四条の三第二項第一号中「第四項各号」を「以下この条」に改め、同条第三項

を次のように改める。 

 ３ 前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。 

  第三十四条の三第七項中「金融商品取引業者等」を「申出者」に、「以下この項」を

「次項」に、「申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の

規定による承諾をしてはならない」を「する場合には、承諾日から起算して内閣府令で

定める期間を経過する日以後にしなければならない」に改め、同条に次の六項を加える。 

 ８ 申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第

二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中

「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 

 ９ 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自

己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 

 10 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の

勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 

 11 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による

申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府

令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 

 12 前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。 

 13 金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による

承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項



から第九項までの規定は、適用しない。 

  第三十四条の四第四項中「第七項まで」を「第八項まで」に改め、「、金融商品取引

業者等が」を削り、「について」の下に「、同条第十一項から第十三項までの規定は第

四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ」を加え、「と読み替えるも

のとする」を「と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の

規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、

同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」

とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承

諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものと

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項を同条第六項とし、同

条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による

承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申

出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の

顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 

 ５ 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契

約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、

当該申出を承諾しなければならない。 

  第三十六条第三項中「金融商品取引業を行う者」を「金融商品取引業者等」に改める。 

  第三十七条の六の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第三十七条の七 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める措置を講じなければならない。 

  一 当該金融商品取引業者等（登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同

じ。）が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の

区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 

   イ 指定第一種紛争解決機関（指定紛争解決機関（第百五十六条の三十八第一項に

規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。）

であつてその紛争解決等業務の種別（同条第十二項に規定する紛争解決等業務の

種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。）が特定第一種金融商品

取引業務（同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この

号において同じ。）であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同

じ。）が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商

品取引業務に係る手続実施基本契約（同条第十三項に規定する手続実施基本契約

をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。）を締結する措置 

   ロ 指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関



する苦情処理措置（顧客（顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。

ロにおいて同じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に

対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせ

ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及

び第五章の四において同じ。）及び紛争解決措置（顧客との紛争の解決を認証紛

争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第

百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図るこ

と又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第

五章の四において同じ。） 

  二 当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又

はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 

   イ 指定第二種紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種

別が特定第二種金融商品取引業務（第百五十六条の三十八第三項に規定する特定

第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。）であるものをいう。

以下この号及び第三項第二号において同じ。）が存在する場合 一の指定第二種

紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締

結する措置 

   ロ 指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関

する苦情処理措置及び紛争解決措置 

  三 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロ

に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 

   イ 指定投資助言・代理紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等

業務の種別が特定投資助言・代理業務（第百五十六条の三十八第四項に規定する

特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。）であるものをいう。

以下この号及び第三項第二号において同じ。）が存在する場合 一の指定投資助

言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約

を締結する措置 

   ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務

に関する苦情処理措置及び紛争解決措置 

  四 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げ

る場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 

   イ 指定投資運用紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の

種別が特定投資運用業務（第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用

業務をいう。以下この号において同じ。）であるものをいう。以下この号及び第

三項第二号において同じ。）が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関と

の間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 



   ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情

処理措置及び紛争解決措置 

  五 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合

の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 

   イ 指定登録金融機関紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業

務の種別が特定登録金融機関業務（第百五十六条の三十八第六項に規定する特定

登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。）であるものをいう。以下

この号及び第三項第二号において同じ。）が存在する場合 一の指定登録金融機

関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結す

る措置 

   ロ 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関

する苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じ

た場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該

当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五

号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定

による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による

指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号

ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該

当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二

号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争

解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの

一の指定登録金融機関紛争解決機関（以下この号において「指定種別紛争解決機

関」と総称する。）の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定に

より認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の

規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき（前

号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号

イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間とし

て内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該

当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五



号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規

定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号

イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第三十八条ただし書中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、

同条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に

次の一号を加える。 

  三 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付（投資

者の保護に欠けるおそれが尐ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを

除く。）について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受け

ていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項

を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 

  第四十条の五第二項中「内容とする契約」の下に「（同号に掲げる行為による特定投

資家向け有価証券の売買（当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代

理によるものに限る。）を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の

特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）」を加える。 

  第四十三条の二第一項第二号中「該当するもの」の下に「（有価証券関連業を行う金

融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受

けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定め

るものに限る。）」を加える。 

  第四十三条の四第二項中「第三十四条の三第三項」を「第三十四条の二第十二項」に

改める。 

  第四十五条第一号中「第三十八条第三号から第五号まで」を「第三十八条第四号から

第六号まで」に改める。 

  第五十二条第一項第一号中「（イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定

に係る部分に限る。）」を削る。 

  第五十二条の二第一項第一号中「（この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分

に限る。）」を削る。 

  第五十九条の四第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条

の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十

六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、

「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の

二十七」に改める。 

  第五十九条の六中「第一号、第二号及び第六号」を「第一号から第三号まで及び第七

号」に改める。 

  第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条

の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十



六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。 

  第六十条の八第一項第一号中「イ、ロ若しくはニからヘまで、ト（外国の法令の規定

に係る部分に限る。）、チ、リ若しくはル」を「（ハ及びヌを除く。）」に改める。 

  第六十条の十三中「第六号」を「第七号」に改める。 

  第六十六条の二第一項第四号中「次章」を「第四章」に改める。 

  第六十六条の十四第一号ロ中「第五号」を「第六号」に改める。 

  第六十六条の二十第一項第一号中「第二号イにあつては、第二十九条の四第一項第一

号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、」を削る。 

  第三章の二の次に次の一章を加える。 

    第三章の三 信用格付業者 

     第一節 総則 

  （登録） 

 第六十六条の二十七 信用格付業を行う法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章

において同じ。）は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 

  （登録の申請） 

 第六十六条の二十八 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登

録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、

国内における代表者（当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営

業所又は事務所の業務を担当するものに限る。）又はこれに準ずるものとして内閣府

令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。 

  一 商号又は名称 

  二 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人

を含む。以下この章において同じ。）の氏名又は名称 

  三 信用格付業を行う営業所又は事務所（外国法人にあつては、本店及び国内におけ

る主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地 

  四 他に事業を行つているときは、その事業の種類 

  五 その他内閣府令で定める事項 

 ２ 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面 

  二 信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類 

  三 定款及び会社の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  四 その他内閣府令で定める書類 

 ３ 前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代

えて電磁的記録（内閣府令で定めるものに限る。）を添付することができる。 

  （登録簿への登録） 



 第六十六条の二十九 内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合

においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信

用格付業者登録簿に登録しなければならない。 

  一 前条第一項各号に掲げる事項 

  二 登録年月日及び登録番号 

 ２ 内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

  （登録の拒否） 

 第六十六条の三十 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記

載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。 

  一 法人でない者 

  二 第二十九条の四第一項第一号イ又はロに該当する法人 

  三 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者

のある法人 

  四 他に行つている事業が公益に反すると認められる法人 

  五 信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認め

られない法人 

 ２ 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、

国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただ

し、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対す

る監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認めら

れる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否するこ

とが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。 

  （変更の届出） 

 第六十六条の三十一 信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項に

ついて変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け

出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信

用格付業者登録簿に登録しなければならない。 

 ３ 信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項に

ついて変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内

閣総理大臣に届け出なければならない。 

     第二節 業務 

  （誠実義務） 

 第六十六条の三十二 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場におい



て公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。 

  （業務管理体制の整備） 

 第六十六条の三十三 信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内

閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 

 ２ 前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業

務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者（信用格付の対象となる事

項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五にお

いて同じ。）の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための

措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。 

  （名義貸しの禁止） 

 第六十六条の三十四 信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わ

せてはならない。 

  （禁止行為） 

 第六十六条の三十五 信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付

業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 

  一 信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接

な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令

で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為 

  二 格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項

として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合（格付関係者からの求めに

応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照

らして投資者の保護に欠けるおそれが尐ないと認められる場合として内閣府令で定

める場合を除く。）において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為 

  三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜

させるものとして内閣府令で定める行為 

  （格付方針等） 

 第六十六条の三十六 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付

与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法（次項において「格付方針

等」という。）を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

 ２ 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。 

     第三節 経理 

  （業務に関する帳簿書類） 

 第六十六条の三十七 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に

関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

  （事業報告書の提出） 



 第六十六条の三十八 信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところによ

り、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理

大臣に提出しなければならない。 

  （説明書類の縦覧） 

 第六十六条の三十九 信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項とし

て内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定め

る期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆

の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。 

     第四節 監督 

  （廃業等の届出等） 

 第六十六条の四十 信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な

ければならない。 

  一 信用格付業を廃止したとき（分割により事業（信用格付業に係るものに限る。以

下この条において同じ。）の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したと

きを含む。） その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法

人 

  二 信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員で

あつた者 

  三 信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管

財人 

  四 信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散し

たとき その清算人 

 ２ 信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付

業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。 

 ３ 信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止

をし、合併（当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。）をし、

合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承

継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

 ４ 信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理

大臣に届け出なければならない。 

 ５ 会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、信

用格付業者（会社に限る。）が電子公告により第三項の規定による公告をする場合に

ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 



 ６ 会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十

一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並

びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者（外国会社に限る。）が電子公告により

第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技

術的読替えは、政令で定める。 

  （業務改善命令） 

 第六十六条の四十一 内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益

又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、

当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

  （監督上の処分） 

 第六十六条の四十二 内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する

場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六

月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

きる。 

  一 第六十六条の三十第一項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当することとな

つたとき。 

  二 第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとな

つたとき。 

  三 不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。 

  四 信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 

  五 信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。 

  六 信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が

特に重いとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員（外国法人にあつては、国内における営業所

若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において

同じ。）が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することと

なつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当

していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当する

こととなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることがで

きる。 

 ３ 内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないと

き、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定め

るところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用

格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。 

 ４ 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 



  （監督処分の公告） 

 第六十六条の四十三 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十

六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一

部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければ

ならない。 

  （登録の抹消） 

 第六十六条の四十四 内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の

抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七

の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規

定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければ

ならない。 

  （報告の徴取及び検査） 

 第六十六条の四十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当である

と認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の

委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人（当該信用格付業者の子法人、

当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子

法人（当該信用格付業者を除く。）であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧

に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。）に対し当該信

用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職

員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信

用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査（当該信用格付

業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信

用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。）をさせることができる。 

 ２ 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人

をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の

一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、

当該法人の子法人とみなす。 

     第五節 雑則 

  （職務代行者） 

 第六十六条の四十六 内閣総理大臣は、信用格付業者（外国法人に限る。以下この条に

おいて同じ。）の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めると

きは、一時その職務を行うべき者（次項において「職務代行者」という。）を選任す

ることができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業

所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に

対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 



  （外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等） 

 第六十六条の四十七 信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管

理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術

的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあ

るものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

  （準用） 

 第六十六条の四十八 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二十七の登録

について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は信用格付業者

について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

  （内閣府令への委任） 

 第六十六条の四十九 第六十六条の二十七から前条までの規定を実施するための手続そ

の他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  第六十七条の八第一項第十一号中「苦情」の下に「及び紛争」を加え、「及び第七十

七条の二に規定するあつせん」を削る。 

  第七十七条に次の一項を加える。 

 ５ 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受け

ている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別（第百五

十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項（第七

十九条の十三において準用する場合を含む。）において同じ。）に関する苦情に係る

ものであるときは、適用しない。 

  第七十七条の二に次の一項を加える。 

 ９ 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受け

ている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係ると

きは、適用しない。 

  第七十八条第二項第五号中「争いがある場合のあつせん」を「関する紛争の解決」に

改める。 

  第七十九条の十三中「第八項」を「第九項」に改める。 

  第八十二条第二項第二号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の

二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。 

  第八十七条の二第一項ただし書中「ただし、」の下に「内閣府令で定めるところによ

り」を加え、「、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない

限度において」を削り、「係る取引」の下に「を行う市場の開設の業務、商品先物取引

をするために必要な市場の開設の業務（株式会社金融商品取引所が行う場合に限

る。）」を加え、「行う市場の開設及びこれに附帯する業務」を「行う市場の開設の業

務及びこれらに附帯する業務」に改め、同条に次の一項を加える。 



 ３ 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。 

  第八十七条の三第一項ただし書中「場合は」を「場合には」に改め、「関連する業

務」の下に「、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務（これに附帯する業

務を含む。以下「商品市場開設業務」という。）又は商品先物取引をするために必要な

市場の開設に関連する業務」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前

項」を「前二項」に、「金融商品取引所が」を「法人が」に、「金融商品取引所及び」

を「法人及び」に、「金融商品取引所の一」を「法人の一」に、「金融商品取引所の子

会社」を「当該法人の子会社」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の

一項を加える。 

 ２ 商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行

う会社を子会社とすることができる。 

  第八十七条の三に次の一項を加える。 

 ５ 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。 

  第八十七条の四中「第三項」を「第四項」に改める。 

  第八十七条の六第二項中「取引所金融商品市場を開設する株式会社（以下「株式会社

金融商品取引所」という。）」を「株式会社金融商品取引所」に改める。 

  第百二条の三第一項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会

社又は親商品取引所等（金融商品取引所を子会社（第八十七条の三第三項に規定する子

会社をいう。以下この項において同じ。）とする商品取引所（金融商品取引所であるも

のを除く。以下同じ。）又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社（金融

商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。）をいう。以下この章において同

じ。）」に改め、同条第二項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所

持株会社又は親商品取引所等」に改める。 

  第百二条の十二中「及び金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社及

び親商品取引所等」に改める。 

  第百二条の二十三第三項中「第八十七条の三第二項」を「第八十七条の三第三項」に、

「この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号

並びに第百五十一条」を「この章」に改める。 

  第百二条の三十一第三項中「（会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有

する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は

当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有

する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。）とする金融商品取引所持株会社」を

「とする者」に改め、「（第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。）」を削り、

「前項の許可」を「同項の許可」に改める。 

  第百三条の二第一項ただし書中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引

所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改める。 



  第百五条の四第四項中「並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五

条の七第一項に規定する自主規制委員の解職」を削り、同条に次の一項を加える。 

 ５ 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四

百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び

第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委

任することができない。 

  第百五条の十六第四項中「（会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有す

る他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当

該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有す

る他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一

項第二号において同じ。）とする金融商品取引所持株会社社員」を「とする者の株主又

は会員」に改め、同条第五項中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改

める。 

  第百六条の三に次の一項を加える。 

 ６ 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。 

  第百六条の六に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保

有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。 

  第百六条の七第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所、金融商品取引

所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社」に改める。 

  第百六条の八第一項第三号中「金融商品取引所持株会社」を「金融商品取引所、金融

商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改め、同条第二項中

「（第三号を除く。）」を削り、「失効したとき」の下に「（同項第三号に係る場合に

あつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。）」を加える。 

  第百六条の九中「第百六条の三」を「第百六条の三第一項から第五項まで」に改め、

「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える。 

  第百六条の十第一項に次のただし書を加える。 

   ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持

株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。 

  第百六条の十第二項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第四項中「同条第五項

中」の下に「「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、」を加える。 

  第百六条の十に次の一項を加える。 

 ５ 第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。 

  第百六条の十二第一項第一号中「株式会社金融商品取引所」の下に「又は株式会社金

融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社」を加え、同号に次のように加える。 

   イ 取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社 



   ロ 取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社 

   ハ 商品市場開設業務を行う会社 

   ニ 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社 

  第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六

条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。 

  第百六条の十四第一項ただし書中「又は金融商品取引所」を「、金融商品取引所又は

商品取引所」に改める。 

  第百六条の十七第四項中「、「第百六条の十七第二項」」を「「第百六条の十七第二

項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」」に改める。 

  第百六条の十七に次の一項を加える。 

 ５ 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。 

  第百六条の二十に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保

有する商品取引所について準用する。 

  第百六条の二十一第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所及び商品取

引所」に改める。 

  第百六条の二十二第一項に次の一号を加える。 

  三 金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。 

  第百六条の二十二第二項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定により認可が失効したとき（同項第三号に係る場合にあつては、商品取

引所になつたときに限る。）は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総

理大臣に届け出なければならない。 

  第百六条の二十三第一項中「株式会社金融商品取引所」の下に「及び第百六条の十二

第一項第一号イからニまでに掲げる会社」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条

第二項中「十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保」を「対する信頼及び健

全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社の適切な経営管理」に改める。 

  第百六条の二十四ただし書中「場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を

行う」を「場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる」に改め、同

条に次の一項を加える。 

 ２ 第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。 

  第百六条の二十五中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。 

  第百六条の二十八第一項中「行為が」を「業務の状況に照らして、」に改め、「業務

の」の下に「公共性に対する信頼及び」を加え、「損なうおそれ」を「確保するために

必要」に、「又は第三項ただし書」を「若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四

第一項ただし書」に改め、同条第四項中「第百三条の二第三項」を「第百三条の二第四

項」に改める。 



  第百七条第一項に次の一号を加える。 

  五 金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。 

  第百七条第二項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定により認可が失効したとき（同項第五号に係る場合にあつては、商品取

引所になつたときに限る。）は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  第百八条中「同項において準用する第百六条の三第四項」を「同条第四項において準

用する第百六条の三第三項及び第五項」に改め、「第百六条の十八第一項」の下に「、

第百六条の二十第二項」を加える。 

  第百九条中「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、第百六条の二

十三第二項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商

品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について」を加える。 

  第百二十二条第一項中「金融商品取引所は」を「株式会社金融商品取引所は」に、

「（その子会社である金融商品取引所を含む。）及び当該金融商品取引所の総株主の議

決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所」を「、当該金融商品

取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基

準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主

の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取

引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所」に改める。 

  第百二十三条の見出しを「（金融商品取引所持株会社等への準用）」に改め、同条中

「（その子会社である金融商品取引所を含む。）及び当該金融商品取引所の総株主の議

決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「、当該金融商品取引所の子会社

である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数

の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有

基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金

融商品取引所を子会社とする」に、「（第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。

次項において同じ。）である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主

の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「である金融商品取引所、当

該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保

有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合

以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取

引所持株会社を子会社とする」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項

中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該

金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金

融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象



議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社

とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である

金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対

象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基

準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親

商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金

融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所

等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。 

  第百二十四条第一項第二号中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改

め、同項第三号中「当該金融商品取引所」を「前二号に掲げる者」に、「百分の五十を

超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所」を「保有基準割合以上の数の対

象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社（前号に掲げ

る者を除く。）」に改め、同項第四号中「金融商品取引所又は金融商品取引所持株会

社」を「株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」に改め、同項に次の二

号を加える。 

  五 第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議

決権を保有する親商品取引所等（同号に掲げる者を除く。） 

  六 当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等 

  第百二十四条第二項第一号中「当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商

品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を

保有する株式会社金融商品取引所」を「次に掲げる金融商品取引所」に改め、同号に次

のように加える。 

   イ 当該金融商品取引所 

   ロ 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所 

   ハ 当該金融商品取引所（当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。）の総株

主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取

引所（ロに掲げる者を除く。） 

   ニ 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所 

   ホ 当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所

（イからニまでに掲げる者を除く。） 

   ヘ 当該金融商品取引所（当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。）の総株

主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株

式会社金融商品取引所（イからホまでに掲げる者を除く。） 

  第百二十四条第三項第一号中「の主要株主（第百六条の三第一項の認可又は第百六条

の十七第一項の認可を受けた者をいう。）」を「（当該金融商品取引所を子会社とする

者を含む。）の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者（第



一項各号に掲げる者を除く。）」に改め、同項第二号中「金融商品取引所又は金融商品

取引所持株会社」を「株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取

引所等」に改める。 

  第百二十六条第二項中「又はオプションを」を「若しくはオプションを」に改める。 

  第五章第三節中第百三十三条の次に次の一条を加える。 

  （対象議決権に係る規定の準用） 

 第百三十三条の二 第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項、第百二十三条

及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。 

  第百四十九条第二項中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改

め、「廃止があつたとき」の下に「及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて

行う業務の全部を廃止したとき」を加える。 

  第百五十二条第一項第一号中「法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款」を

「法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十

七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款」に改め、同項に次の二号を

加える。 

  三 第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商

品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等

業務（取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同

じ。）の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし

書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。 

  四 第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為

が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金

融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあ

ると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただ

し書の認可を取り消すこと。 

  第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六

条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六

十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消

され」を加え、「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しく

は第六十六条の二十七」に改める。 

  第百五十六条の四第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十

六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。 

  第百五十六条の六第二項ただし書中「関連する業務」の下に「又は商品取引債務引受

業等（商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下

同じ。）及びこれに附帯する業務」を加え、同条に次の二項を加える。 

 ４ 内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。 



 ５ 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならな

い。 

  第百五十六条の七第二項第二号中「及び第百五十六条の十」を「、第百五十六条の十

及び第百五十六条の十一の二第一項」に改める。 

  第百五十六条の十一の二第一項中「行つた対象取引」を「行つた対象取引等（対象取

引、商品市場における取引（商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における

取引をいう。）又は店頭商品デリバティブ取引（同条第十四項に規定する店頭商品デリ

バティブ取引をいう。）をいう。以下この条において同じ。）」に改め、「金融商品債

務引受業」の下に「又は商品取引債務引受業等」を加え、「当該対象取引」を「当該対

象取引等」に改める。 

  第百五十六条の十七第二項中「又は法令に基づく行政官庁の処分」を「、法令に基づ

く行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第

一項の承認に付した条件」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一

項」に改める。 

  第百五十六条の十九の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」

に改め、同条に次の三項を加える。 

 ２ 商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣

府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及び

これに附帯する業務を行うことができる。 

 ３ 商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣

府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 ４ 第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準

用する。 

  第百五十六条の二十の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」

に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、

法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の

承認を取り消すことができる。 

  第百五十六条の二十五第二項第四号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六

十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは

第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加

える。 

  第百五十六条の三十一の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第百五十六条の三十一の二 証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、

第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号



に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定証券金融会社紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務

の種別が特定証券金融会社業務（第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券

金融会社業務をいう。以下この項において同じ。）であるものをいう。以下この条

において同じ。）が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特

定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 

  二 指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関す

る苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又

は名称を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの

時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期

間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定証券金

融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定に

より認可されたとき、又は同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の第百五十六

条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取

り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一

項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の

時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期

間 

  第五章の四の次に次の一章を加える。 

    第五章の五 指定紛争解決機関 

     第一節 総則 

  （定義） 

 第百五十六条の三十八 この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定

による指定を受けた者をいう。 

 ２ この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第

二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う



業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第

一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。 

 ３ この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第

二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務（第六十三条第一項第一号に掲げる行為

に係る業務を除く。）及びこれに付随する業務をいう。 

 ４ この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十

八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。 

 ５ この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第

四項各号に掲げる行為に係る業務（第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務

を除く。）及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者

のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をい

う。 

 ６ この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第三十三条の

二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商

品取引業務（第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下こ

の項において同じ。）を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関

のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる行為

に係る業務をいう。 

 ７ この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第百五十六条の二

十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。 

 ８ この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特

定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録

金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。 

 ９ この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情（金融商品

取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及

び第百五十六条の四十九において同じ。）を処理する手続をいう。 

 10 この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争（金融商品

取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十

六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五

十二までにおいて同じ。）について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 

 11 この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業

務並びにこれに付随する業務をいう。 

 12 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種

金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投

資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。 

 13 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争



解決機関と金融商品取引関係業者（金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次

条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六

第一号において同じ。）との間で締結される契約をいう。 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第百五十六条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請によ

り、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令

に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。）

であること。 

  二 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人

を含む。以下この章において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当する者がない

こと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消さ

れた場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において

受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消し

の日前三十日以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われてい

る者を含む。ニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過し

ない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に

係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の

規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分

を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員で

あつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 



   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施す

るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を

除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするもので

なければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げ

る基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付さ

れたものに限る。）を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の

総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金

融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかど

うかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記

載した書類を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るも

のに限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければ

ならない。 

 ４ 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八

号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種

別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。 

  （指定の申請） 

 第百五十六条の四十 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 

  二 商号又は名称 



  三 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及

び所在地 

  四 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎

を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの 

  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定めるもの 

  七 その他内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第百五十六条の四十一 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第百五十六条の五十第二項

の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条

の四十四第二項及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの

職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の

ために使用してはならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。 

     第二節 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 

 第百五十六条の四十二 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところに

より、紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入金融商品取引関

係業者（手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以

下この章において同じ。）若しくはその顧客（顧客以外の第四十二条第一項に規定す

る権利者を含む。以下この章において同じ。）又はこれらの者以外の者との手続実施

基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負

担金又は料金その他の報酬を受けることができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第百五十六条の四十三 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規



定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定める

ものを受けた者（第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機

関」という。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託して

はならない。 

  （業務規程） 

 第百五十六条の四十四 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定め

なければならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担

金に関する事項 

  五 当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客（以下この章において単に

「当事者」という。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあ

つては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等

業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情

処理手続又は紛争解決手続を開始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商

品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、

加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加

入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒ん

ではならないこと。 

  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求める

ことができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な

理由なくこれを拒んではならないこと。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決

に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 



  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融

商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付し

て当事者に提示することができること。 

  六 加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手

続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理

由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提

起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指

定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  八 前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目

的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められ

た場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しな

くなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容

を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  十 加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決

等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなけれ

ばならないこと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商

品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定

める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商

品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商

品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関す

る義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはなら

ないことを内容とするものでなければならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の

当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれ

がある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めて

いること。 



  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引

業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決

機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関

が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられ

ていること。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争

解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、紛争解

決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護

士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業

務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者

が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定め

ていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受け

た場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金

融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客

がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定め

ていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続

の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者と

なる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定め

ていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の

秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法



を定めていること。第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載され

ているこれらの秘密についても、同様とする。 

  十二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要

件及び方式を定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事

者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続

を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定め

ていること。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加

入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。 

  一 当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客（以下この項において単に「顧

客」という。）が当該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商

品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起

され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品

取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられない

とき。 

  四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一

月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関

連紛争について、当事者間において仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条

第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が

成立したとき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら



ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第百五十六条の四十五 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取

引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関

係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、

当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表す

るとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関

連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取

引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に

対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第百五十六条の四十六 指定紛争解決機関は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力

団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。）を

紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。 

  （差別的取扱いの禁止） 

 第百五十六条の四十七 指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し

不当な差別的取扱いをしてはならない。 

  （記録の保存） 

 第百五十六条の四十八 指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定による

もののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、

これを保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第百五十六条の四十九 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金

融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、

当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査す

るとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連

苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第百五十六条の五十 加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争

の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を

締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当



する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係る

ものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当する者で

なければならない。 

  一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  二 金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ

る加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解

決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決

手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項

の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員

が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付すること

が適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業

務を委託するものとする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第百五十六条の四十四第六項に規定

する特別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取

引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、

これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしな

ければならない。 



  一 当該顧客が支払う料金に関する事項 

  二 第百五十六条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至

るまでの標準的な手続の進行 

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 

  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために

必要な事項であつて内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第百五十六条の五十一 紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事

者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を

終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務

関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的

となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決

手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定によ

り認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六

十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続

が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決

手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六

十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該

認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の

目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第百五十六条の五十二 金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等

業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げ

る事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てが

あるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定を

することができる。 

  一 当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛

争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。 



  二 前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手

続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧） 

 第百五十六条の五十三 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆

の縦覧に供しなければならない。 

  （名称の使用制限） 

 第百五十六条の五十四 指定紛争解決機関でない者（銀行法第五十二条の六十二第一項

の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除

く。）は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字

を用いてはならない。 

     第三節 監督 

  （変更の届出） 

 第百五十六条の五十五 指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第

四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届

け出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示

しなければならない。 

  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第百五十六条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、

内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  一 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基

本契約を終了したとき。 

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第百五十六条の五十七 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛

争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告の徴取及び立入検査） 

 第百五十六条の五十八 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため

必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは

資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その

他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しく



は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業

者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解

決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、

これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機

関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 

  （業務改善命令） 

 第百五十六条の五十九 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に

関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるとき

は、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改

善に必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続

の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第

四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同

じ。）に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から

第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百

五十六条の五十の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係る

ものである場合に限る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第百五十六条の六十 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた



者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は

廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛

争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 

  （指定の取消し等） 

 第百五十六条の六十一 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該

当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月

以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこ

ととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当してい

なかつたことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議

しなければならない。 

  一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続

の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第

四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同

じ。）に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定によ

る指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当してい

なかつたことが判明した場合 

  二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百

五十六条の五十の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係る

ものである場合に限る。） 

 ３ 第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分

を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は

命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続

が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定

紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指

定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

  第百八十八条中「金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、「又は証券

金融会社」を「、証券金融会社又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解



決機関」に改める。 

  第百九十条第一項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」

を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項（同条第二項において準用する場合

を含む。）」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。）、第百六条の二十七（第百九条において

準用する場合を含む。）」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条

の五十八」を加える。 

  第百九十四条の三第十三号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十第一

項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める。 

  第百九十四条の四第一項第三十五号中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十

九第一項」に改め、同項第三十六号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十

第一項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同条第

二項第五号中「（第百六条の二十二第二項及び第百七条第二項において準用する場合を

含む。）」を「、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項」に改める。 

  第百九十四条の六の次に次の一条を加える。 

  （商品市場所管大臣への事前通知） 

 第百九十四条の六の二 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所

に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣（商品先物取

引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をい

う。）に通知するものとする。 

  一 第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項

又は第三項ただし書の認可（商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務

（以下この条において「商品市場業務」という。）を行う会社を子会社（第八十七

条の三第三項に規定する子会社をいう。第三号において同じ。）とする金融商品取

引所持株会社に係るものに限る。）の取消し 

  二 第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可

（商品市場業務を行う会社に係るものに限る。）の取消し 

  三 第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許

（第八十七条の二第一項ただし書の認可（商品市場業務に係るものに限る。）を受

けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市

場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。）の取消し 

  四 第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可

（商品市場業務に係るものに限る。）の取消し 

  五 第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可

（商品市場業務を行う会社に係るものに限る。）の取消し 

  第百九十四条の七第二項第三号の次に次の一号を加える。 



  三の二 第六十六条の四十五第一項の規定による権限（第二条第三十五項に規定する

行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。） 

  第百九十四条の七第三項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第

一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項（同条第二項において準用す

る場合を含む。）」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第百六条の二十七（第百九条にお

いて準用する場合を含む。）」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十

六条の五十八」を加える。 

  第百九十八条第二号中「若しくは第六十六条」を「、第六十六条若しくは第六十六条

の二十七」に改め、同条第三号中「又は第六十六条の九」を「、第六十六条の九又は第

六十六条の三十四」に、「又は金融商品仲介業」を「、金融商品仲介業又は信用格付

業」に改める。 

  第百九十八条の五中「、金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、同条

第二号中「又は第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項又は第六十六

条の四十二第一項」に改める。 

  第百九十八条の六第一号中「第六十六条の二」の下に「、第六十六条の二十八」を加

え、「又は第百五十六条の二十四第二項から第四項まで」を「、第百五十六条の二十四

第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十」に改め、同条第三号中「第六十六条の

十六」の下に「、第六十六条の三十七」を加え、同条第四号中「第六十六条の十七第一

項」の下に「、第六十六条の三十八」を加え、「又は第百五十六条の三十五」を「、第

百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項」に改め、同条第六号の次に

次の一号を加える。 

  六の二 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは

虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、

若しくは虚偽の公表をした者 

  第百九十八条の六第八号中「又は第六十条の七」を「、第六十条の七又は第六十六条

の四十第一項若しくは第四項」に改め、同条第九号中「第五十条の二第六項」の下に

「又は第六十六条の四十第三項」を加え、同条第十号中「第六十六条の二十二」の下に

「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」

に、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改め、同条第十一号中「第六十

六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を

「第百六条の六第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）」に、「第百六条

の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）、第百六条の二十七（第百九条において準用する場合を含む。）」に改

め、同条第十五号を同条第十八号とし、同条第十四号の次に次の三号を加える。 

  十五 第百五十六条の四十六の規定に違反した者 



  十六 第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  十七 第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者 

  第百九十九条中「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する

同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を、「第百六条の二

十七」の下に「（第百九条において準用する場合を含む。）」を加え、「又は第百五十

六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八」に改め、

「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会

社」を加え、「（第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。）」を「（第八十七

条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。）」に改め、「（第

百六条の十第一項に規定する子会社をいう。）」を削り、「金融商品取引所に上場され

ている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取

引所に上場されている有価証券」に、「又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所

参加者」を「、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三

十八第一項に規定する指定紛争解決機関」に改める。 

  第二百条第十八号の次に次の一号を加える。 

  十八の二 第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者 

  第二百一条中「金融商品取引業者等」の下に「、金融機関」を、「第八十五条第一項

に規定する自主規制法人」の下に「、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた

者」を、「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百六条の十七第一項の規定により認

可を受けた者」を加え、「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、

外国金融商品取引所」に、「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若し

くは証券金融会社」に改め、同条第二号中「第三十条の二第一項（」の下に「第八十七

条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第

百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び」を加え、「又は第八十五条第二

項」を「、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項（第百五十六条の十九第四項

において準用する場合を含む。）」に改める。 

  第二百三条第一項中「役員若しくは」を「役員又は」に改める。 

  第二百五条第六号の次に次の三号を加える。 

  六の二 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつ

て、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者 

  六の三 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の

二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券

売出しに係る有価証券を売り付けた者 

  六の四 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表を

しない者 



  第二百五条の二第一号中「第六十六条の十九第一項」の下に「、第六十六条の三十一

第一項若しくは第三項」を加え、「又は第百六条の三第五項（第百六条の十第四項及び

第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。）」を「、第百六条の三第五項

（第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。）、第

百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六若しくは第百五十六条の六十第二

項」に改め、同条第六号中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六

項」を加え、同条第十号中「第七十九条の十六」の下に「又は第百五十六条の四十五第

一項」を加え、同条第十二号中「第七十九条の五十三第一項」の下に「、第百五十六条

の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項」を加え、同条を第二百五条の二の

三とし、第二百五条の次に次の二条を加える。 

 第二百五条の二 第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定によ

る記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰

金に処する。 

 第二百五条の二の二 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務

（第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。）の全部若しく

は一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第二百六条中「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する

親商品取引所等」を加え、同条第一号中「第百六条の二十四」を「第百六条の二十四第

一項」に改め、同条第六号中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に

改め、同条第八号中「又は第百五十六条の十三」を「、第百五十六条の十三又は第百五

十六条の十九第三項」に改める。 

  第二百七条第一項第四号中「及び第十三号」を「、第十三号及び第十五号」に改め、

同項第五号中「第十七号」の下に「、第十八号の二」を加え、同項第六号中「若しくは

第十三号、第二百条第十七号」を「、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十七号、

第十八号の二」に、「、第二百五条の二」を「から第二百五条の二の二まで、第二百五

条の二の三」に改める。 

  第二百七条の三第六号中「社外取締役に」を「社外取締役から」に改める。 

  第二百七条の四第一号から第三号までの規定中「第五十条の二第十項」の下に「及び

第六十六条の四十第六項」を加える。 

  第二百八条中「取引所取引許可業者の国内における代表者」の下に「、信用格付業者

の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含

む。）、外国法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）で

ある信用格付業者の国内における代表者」を加え、「又は証券金融会社の代表者若しく

は役員」を「、証券金融会社の代表者若しくは役員又は第百五十六条の三十八第一項に

規定する指定紛争解決機関の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

のの代表者又は管理人を含む。）」に改め、同条第八号中「、第六十六条の二十第一



項」の下に「、第六十六条の四十一」を加え、同条第十二号中「又は第七十八条の二第

二項」を「、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三」に改める。 

  第二百九条第一号中「若しくは第四項又は第二十三条の十四第一項」を「又は第四

項」に改め、同条第二号中「若しくは第五項又は第二十三条の十四第二項」を「又は第

五項」に改め、同条第七号中「又は第六十五条第二項」を「、第六十五条第二項又は第

六十六条の四十六第二項」に改め、同条第十号中「第七十九条の十五」の下に「又は第

百五十六条の五十四」を加える。 

 （無尽業法の一部改正） 

第二条 無尽業法（昭和六年法律第四十二号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第十三条」を「第十三条ノ二」に、 

「 第十章 公告（第三十五条の二・第三十五条の三）  

 第十一章 罰則（第三十六条－第四十一条）  

 第十二章 雑則（第四十二条・第四十三条） 」 

 を 

「 第十章 指定紛争解決機関（第三十五条の二－第三十五条の二の三）  

 第十一章 雑則（第三十五条の二の四－第三十五条の五）  

 第十二章 罰則（第三十六条－第四十三条） 」 

 に改める。 

  第二条第三項中「第三十九条」を「第四十一条」に改める。 

  第九条中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。 

  第十二条の次に次の一条を加える。 

 第十二条ノ二 無尽契約ヲ為スニハ書面ヲ用フルコトヲ要ス無尽契約書ニハ無尽契約約

款ノ全文ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添付スベシ但シ無尽契約約款中当該無尽

ニ関セザル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 

  無尽会社ハ前項ノ規定ニ依ル書面ノ交付ニ代ヘテ次項ノ規定ニ依リ当該掛金者ノ承諾

ヲ得テ当該書面ニ記載スベキ事項ヲ電磁的方法（第十七条第五項ニ規定スル電磁的方

法ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ）ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該無尽会

社ハ当該書面ヲ交付シタルモノト看做ス 

  無尽会社ハ前項ノ規定ニ依リ書面ニ記載スベキ事項ヲ提供セントスルトキハ予メ当該

掛金者ニ対シ内閣府令ニ定メル処ニ依リ書面又ハ電磁的方法ニ依ル承諾ヲ得ルコトヲ

要ス 

  前項ノ規定ニ依ル承諾ヲ得タル無尽会社ハ当該掛金者カラ書面又ハ電磁的方法ニ依リ

電磁的方法ニ依ル提供ヲ受ケザル旨ノ申出ガ為サレタルトキハ当該掛金者ニ対シ書面

ニ記載スベキ事項ノ提供ヲ電磁的方法ニ依リ為スコトヲ得ズ但シ当該掛金者ガ再ビ同

項ノ規定ニ依ル承諾ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 

  第二章中第十三条の次に次の一条を加える。 

 第十三条ノ二 銀行法第十二条の三ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同



条第三項第二号及第三号中「第五十二条の六十二第一項」トアルハ「無尽業法第三十

五条の二第一項」トスルノ外必要ナル技術的読替ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 

  第十七条第四項中「第三十五条の二第一号」を「第三十五条の二の五第一号」に改め

る。 

  第二十一条ノ四第二項中「第三十五条の二」を「第三十五条の二の五」に改める。 

  第二十一条ノ五第二項中「第三十五条の二第一号」を「第三十五条の二の五第一号」

に改める。 

  第十二章を削る。 

  第四十一条中「第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ」を「次ノ各号ノ何レカニ該当

スル者ハ」に改め、同条に次の各号を加える。 

  一 第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者 

  二 銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定紛争解決

機関ト誤認サレル虞アル文字ヲ使用シタル者 

  第十一章中第四十一条を第四十三条とし、第四十条を第四十二条とし、第三十九条を

第四十一条とする。 

  第三十八条第一項を次のように改める。 

  法人（法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本

項ニ於テ同ジ）ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人

又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ次ノ各号ニ掲グル規定ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ

行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ、其ノ人ニ対シテ各本

条ノ罰金刑ヲ科ス 

  一 第三十七条（第二号ヲ除ク） 二億円以下ノ罰金刑 

  二 第三十六条、第三十七条第二号又ハ第三十七条ノ二乃至前条 各本条ノ罰金刑 

  第三十八条第二項中「被告人」の下に「又ハ被疑者」を加え、同条を第三十九条とし、

同条の次に次の一条を加える。 

 第四十条 銀行法第五十二条の七十六ノ規定ニ違反シタル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス 

  第三十七条第二号中「本法」を「第二十三条ノ規定」に改め、同条を第三十八条とし、

同条の次に次の四条を加える。 

 第三十八条ノ二 銀行法第五十二条の七十一若ハ第五十二条の七十三第九項ノ規定ニ依

ル記録ノ作成若ハ保存ヲセズ、又ハ虚偽ノ記録ヲ作成シタル者ハ百万円以下ノ罰金ニ

処ス 

 第三十八条ノ三 銀行法第五十二条の八十三第一項ノ認可ヲ受ケズシテ紛争解決等業務

ノ全部若ハ一部ノ休止又ハ廃止ヲシタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 

 第三十八条ノ四 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 

  一 銀行法第五十二条の六十八第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為

シタル者 



  二 銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若ハ第五十二条の八十三

第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者 

  三 銀行法第五十二条の八十三第三項若ハ第五十二条の八十四第三項ノ規定ニ依ル通

知ヲ為サズ又ハ虚偽ノ通知ヲ為シタル者 

 第三十八条ノ五 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、監査役若ハ支配人又ハ第二十一条

ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、監査役若ハ支配人ヲ十万円

以下ノ罰金ニ処ス 

  一 第十二条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキ 

  二 第三十五条の二の四ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキ 

  第三十六条の次に次の二条を加える。 

 第三十七条 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金

ニ処シ又ハ之ヲ併科ス 

  一 第三十五条の二の三第一項ニ於テ準用スル銀行法（以下銀行法ト謂フ）第五十二

条の六十三第一項ノ規定ニ依ル指定申請書又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ之ニ添付ス

ベキ書類若ハ電磁的記録ニ虚偽ノ記載又ハ記録ヲシテ之等ヲ提出シタル者 

  二 銀行法第五十二条の六十九ノ規定ニ違反シタル者 

  三 銀行法第五十二条の八十第一項ノ規定ニ依ル報告書ヲ提出セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ

為シタル報告書ヲ提出シタル者 

  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲ

セズ若ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シ又ハ之等ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ

対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ若ハ之等ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、

若ハ忌避シタル者 

  五 銀行法第五十二条の八十二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者 

 第三十七条ノ二 銀行法第五十二条の六十四第一項ノ規定ニ違反シテ其ノ職務ニ関シテ

知リ得タ秘密ヲ漏ラシ又ハ自己ノ利益ノ為ニ使用シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万

円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス 

  第十一章を第十二章とする。 

  第十章中第三十五条の三の次に次の二条を加える。 

  （権限の委任） 

 第三十五条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限（次に掲げるものを除く。）を

金融庁長官に委任する。 

  一 第二条第一項の免許 

  二 第二十五条又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し 

  （財務大臣への資料提出等） 

 第三十五条の五 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
たん

処理制度及び金融危機管理に関

し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総



理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 

 ２ 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
たん

処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に

係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度

において、無尽会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。 

  第三十五条の二を第三十五条の二の五とし、第十章中同条の前に次の一条を加える。 

  （届出事項） 

 第三十五条の二の四 無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合

に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出

なければならない。 

  第十章の章名中「公告」を「雑則」に改める。 

  第十章を第十一章とする。 

  第九章の次に次の一章を加える。 

    第十章 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第三十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛

争解決等業務（苦情処理手続（無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。）及び紛争

解決手続（無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第

四項において同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二

の三第一項を除き、以下同じ。）を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の

規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過

しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に

係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過し

ない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ



の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項

の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相

当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行

政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役

員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。）

であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による

指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの

若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受け

ている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、そ

の取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年

を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の

実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、

次条及び第四十三条第二号において同じ。）と無尽会社との間で締結される契約を

いう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施

基本契約の内容（第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の

六十七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の

規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第

四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）に

ついて異議（合理的な理由が付されたものに限る。）を述べた無尽会社の数の無尽

会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。 

 ２ 前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務（無尽会社が営む無尽業及び

他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。

以下この項及び第三十五条の二の三第一項において同じ。）に関する苦情をいい、前



項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をす

ることができるものをいう。 

 ３ 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、

無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見

（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類

を作成しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあっては、第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七

第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることに

ついて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示

しなければならない。 

  （業務規程） 

 第三十五条の二の二 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めな

ければならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社（手続実施基本契約を締結し

た相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する

事項 

  五 当事者である加入無尽会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金

を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

  （銀行法の準用） 

 第三十五条の二の三 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二（紛争解決等業務を行う

者の指定）及び第五十二条の六十七第一項（業務規程）を除く。）（指定紛争解決機

関）及び第五十六条（第十三号に係る部分に限る。）（内閣総理大臣の告示）の規定

は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務（第三十五条の二第一項に

規定する紛争解決等業務をいう。）について、指定紛争解決機関に係るものにあって



は指定紛争解決機関（同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。）について、

銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。 

 ２ 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入無尽会

社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に

規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第三十五条

の二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第

三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは

「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務関連

紛争」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、

銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条

の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「無尽業法第

三十五条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「無尽業法

第三十五条の二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるの

は「無尽業法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第五

十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二

条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第一

号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第

二号」と、「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同条第四項中「第一項第三号」とあ

るのは「無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」と

あるのは「無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、同項第一号中「同項第五号」と

あるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二

第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九

第一号中「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号

中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは

「無尽業法第三十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は

第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第三十五条の二第一項第五

号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の

法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とある

のは「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第

一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、同項第二号中

「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同

条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「無尽業法第三十

五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第三

十五条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の

六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と読み替えるものとす

るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 



 （金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正） 

第三条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）の一部

を次のように改正する。 

  目次中 

「 第四章 雑則（第十三条－第十五条）  

 第五章 罰則（第十六条－第二十三条） 」 

 を 

「 第四章 指定紛争解決機関（第十二条の二－第十二条の四）  

 第五章 雑則（第十三条－第十五条）  

 第六章 罰則（第十六条－第二十四条） 」 

 に改める。 

  第二条第一項中「認可がその効力を失った」と」の下に「、同法第二十三条の二中

「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条

の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「手続実施基

本契約」とあるのは「手続実施基本契約（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。）」

と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務」と、同条第三項中「紛争解決等

業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規

定する紛争解決等業務」と、「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と」を、「ものとする」の下に「ほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。 

  第二条の二中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

  第十七条に次の五号を加える。 

  七 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の規定による指定

申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚

偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者 

  八 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の九の規定に違反した者 

  九 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による報

告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 

  十 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十一第一項若しくは第二

項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料

の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

した者 

  十一 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十二第一項の規定によ

る命令に違反した者 



  第十八条に次の一号を加える。 

  四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項の規定に違反して、

その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

  第十九条の次に次の二条を加える。 

 第十九条の二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一若しくは第八

十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を

作成した者は、百万円以下の罰金に処する。 

 第十九条の三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第一項の認

可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十

万円以下の罰金に処する。 

  第二十条を次のように改める。 

 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をした者 

  二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をした者 

  三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

  五 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  六 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による

通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  七 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による

通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第二十一条中「法人の代表者」を「法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者」に改め、同条第二

号中「第十七条」の下に「（第八号を除く。）」を加え、同条第四号中「第十八条（第

二号を除く。）又は前二条」を「第十七条第八号、第十八条（第二号を除く。）又は第

十九条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がそ

の訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑

事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

  第二十三条に次の一号を加える。 

  三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十六の規定に違反した者 



  第二十三条の次に次の一条を加える。 

 第二十四条 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十七の規定に違反し

た者は、十万円以下の過料に処する。 

  第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。 

    第四章 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第十二条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争

解決等業務（苦情処理手続（特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。）及び紛

争解決手続（特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をい

う。）の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三

において同じ。）を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定により

この項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又

は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものと

して政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でな

いこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定によ

りこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国

の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取

り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国の

法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。）であった者

でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であっ



て紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当

該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該

政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しな

い者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施す

るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実

施に関し指定紛争解決機関（この項の規定により指定を受けた者をいう。第五項、

次条及び第十二条の四において同じ。）と信託業務を営む金融機関との間で締結さ

れる契約をいう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他

の手続実施基本契約の内容（第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の

七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定

によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項

各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）につい

て異議（合理的な理由が付されたものに限る。）を述べた信託業務を営む金融機関

の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合

となったこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信

託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないか

どうかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を

記載した書類を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあっては、第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、あらか

じめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ４ 第一項に規定する「特定兼営業務関連苦情」とは、特定兼営業務（金融機関が営む



信託業法第二条第一項に規定する信託業及び第一条第一項第一号から第三号までに掲

げる業務並びに当該金融機関のために同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が

営む信託契約代理業をいう。以下この項において同じ。）に関する苦情をいい、「特

定兼営業務関連紛争」とは、特定兼営業務に関する紛争で当事者が和解をすることが

できるものをいう。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなけ

ればならない。 

  （業務規程） 

 第十二条の三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければ

ならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関（手続実施基本契約を締結し

た相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。）が負担する

負担金に関する事項 

  五 当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金

を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

  （信託業法の準用） 

 第十二条の四 信託業法第五章の二（第八十五条の二及び第八十五条の七第一項を除

く。）の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第八

十五条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるの

は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第三号」と、同項

第六号中「前条第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十

二条の二第二項」と、同法第八十五条の五第一項中「この法律」とあるのは「金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第八十五条の六中「他の法律」とある

のは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の

七第二項中「前項第一号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

十二条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託



業務の兼営等に関する法律第十二条の三第二号」と、同条第四項中「第一項第三号」

とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第三号」と、同

条第五項中「第一項第四号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

第十二条の三第四号」と、「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第八十

五条の十四第二項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第八十五条の二十二第二項第一号中

「第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号から第七号までに掲げ

る要件（」と、「又は第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第十二条

の二第一項第五号」と、同法第八十五条の二十三第三項中「他の法律」とあるのは

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の二十

四第一項中「、第八十五条の二第一項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等

に関する法律第十二条の二第一項」と、同項第一号中「第八十五条の二第一項第二

号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第二

号」と、同項第二号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第八十五条の二

第一項第五号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二

第一項第五号」と、「第八十五条の二第一項の」とあるのは「同法第十二条の二第一

項の」と、同条第三項及び第四項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 （農業協同組合法の一部改正） 

第四条 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第四章の二 特定信用事業代理業（第九十二条の二－第九十二条の五）」を 

「 第四章の二 特定信用事業代理業（第九十二条の二－第九十二条の五）  

 第四章の三 指定紛争解決機関（第九十二条の六－第九十二条の九） 」 

 に改める。 

  第十条第六項第十三号中「、主務省令」を「主務省令」に改め、「という。）」の下

に「のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認め

られる取引として主務省令で定めるもの」を加える。 

  第十一条の二の四中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

  第十一条の三の次に次の一条を加える。 

 第十一条の三の二 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定信用事業等紛争解決機関（第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等

紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定信用



事業等紛争解決機関との間で信用事業等（第九十二条の六第五項第二号に規定する

信用事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約（同条第一項第

八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十一条の十二の二第一項

第一号及び第三項において同じ。）を締結する措置 

  二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措

置及び紛争解決措置 

   前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者

に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情

に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者と

して主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定

める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続

の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定す

る認証紛争解決手続をいう。第十一条の十二の二第二項第二号において同じ。）に

より図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 

   第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は

名称を公表しなければならない。 

   第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第

五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第九十二条の六第五項第一

号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十一条の十二の二第四項第一号

及び第二号において同じ。）の廃止の認可又は第九十二条の八第一項において準用

する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二

号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事

業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の八第一項において準用す

る銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の

指定信用事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二

条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消

されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第

一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場



合に該当することとなつたとき 第九十二条の六第一項の規定による指定信用事業

等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として

主務大臣が定める期間 

  第十一条の八中「給付金（」の下に「第九十二条の六第五項第三号を除き、」を加え

る。 

  第十一条の十の三中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第

三十七条の七まで」に改める。 

  第十一条の十二の二を第十一条の十二の三とし、第十一条の十二の次に次の一条を加

える。 

 第十一条の十二の二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定共済事業等紛争解決機関（第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等

紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定共済

事業等紛争解決機関との間で共済事業等（第九十二条の六第五項第三号に規定する

共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約を締結する措置 

  二 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措

置及び紛争解決措置 

   前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者（利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同

じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若し

くは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他

の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令

で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこ

れに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 

   第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は

名称を公表しなければならない。 

   第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第九十二条の九第一項において準用する保険業法第

三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第九十二条の

九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消し

の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期

間 



  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事

業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の九第一項において準用す

る保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一

の指定共済事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十

二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り

消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項

第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第九十二条の六第一項の規定による指定共済事業

等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として

農林水産大臣が定める期間 

  第九十二条の五中「第四項ただし書及び第五項」の下に「、第三十七条の七」を加え

る。 

  第四章の二の次に次の一章を加える。 

    第四章の三 指定紛争解決機関 

 第九十二条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解

決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しく

は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規

定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過し

ない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係

るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しな

い者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を



経過しない者 

   ニ 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若し

くは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項

の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相

当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行

政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役

員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて

同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規

定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定

めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国にお

いて受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合にお

いて、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日

から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実

施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同

じ。）と第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合との間で締結される契約

をいう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実

施基本契約の内容（信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項におい

て準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係

るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七

第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（信用事業等に係るも

のについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第

三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに

同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共

済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第

三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととさ



れる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必

要な事項を除く。）について、信用事業等に係るものにあつては異議（合理的な理

由が付されたものに限る。以下この号において同じ。）を述べた第十条第一項第三

号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業

等に係るものにあつては異議を述べた同項第十号の事業を行う組合の数の同号の事

業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。 

   前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつて

は主務省令で定めるところにより、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し、共

済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第十号

の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどう

かの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載

した書類を作成しなければならない。 

   主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七

号までに掲げる要件（紛争解決手続（信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事

者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

第五項第一号において同じ。）の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件

にあつては、信用事業等に係る業務規程については第九十二条の八第一項において準

用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの

に、共済事業等に係る業務規程については第九十二条の九第一項において準用する保

険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）

に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

   第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別（紛争解決等業務に係る信用事

業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。）ごとに行うものとする。 

   この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 紛争解決等業務 苦情処理手続（信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理

する手続をいう。）及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 

  二 信用事業等 第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律

により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに

当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業 

  三 共済事業等 第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う共済事業（自動車損害

賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）第五条に規定する責任共済に係る共済金

等（同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規

定する共済金等をいう。）の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除

く。）及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産

省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理

又は媒介 



   主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は

名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並

びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 

 第九十二条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務（前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この

条及び第百条の二の三において同じ。）の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入組合（手続実施基本契約を締結した相

手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において

同じ。）が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者である加入組合又はその利用者（共済事業等（前条第五項第三号に規定す

る共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。）に係る紛

争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。）から紛争解決等業

務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事

業等（前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同

じ。）に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務

規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの 

 第九十二条の八 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一

項を除く。）及び第五十六条（第十三号に係る部分に限る。）の規定は、指定信用事

業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業

等であるものをいう。第九十八条第二項及び第百二条第二号において同じ。）につい

て準用する。 

   前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大

臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定（銀行法第五

十二条の六十五第二項を除く。）中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に

規定する規定（同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。）中「銀行業務関連紛

争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号

を除く。）中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五

十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六

第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務



の種別（同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）及び次に掲げる事

項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（農業協同組

合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」

と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二

条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法

第九十二条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるの

は「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行（手続実施基本契約を締結した相

手方である銀行」とあるのは「加入組合（農業協同組合法第九十二条の七第四号に規

定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約

（同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同

じ。）その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若し

くは指定共済事業等紛争解決機関（農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する

指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。）又

は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第九十二

条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決

手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下

同じ。）」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協

同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは

「信用事業等関連苦情（信用事業等（農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に

規定する信用事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、

同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争（信用事業等に

関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条

第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、

「銀行から」とあるのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当

該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農

業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは

「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるの

は「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるの

は「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一

項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十

九第一号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う組

合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号

から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項

第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五

号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十

三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は



農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の

六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一

号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の

六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業

協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第

一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第五

十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三

項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協

同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

 第九十二条の九 保険業法第四編（第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除

く。）並びに第三百十一条第一項（第三百八条の二十一に係る部分に限る。）及び第

二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解

決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百二条第二号において同じ。）に

ついて準用する。 

   前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水

産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定（保

険業法第三百八条の五第二項を除く。）中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入

組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定（同法第三百八条

の七第二項第四号を除く。）中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連

紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号を除く。）中「保険業務等関連苦

情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一

項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解

決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別（農業協同組合法第九十二条の

六第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中「紛争解決

等業務」とあるのは「紛争解決等業務（農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号

に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第

一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第

六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法

第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項

中「加入保険業関係業者（手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業

者」とあるのは「加入組合（農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組

合」と、「顧客（顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者（利用者以外の同法

第十一条の十第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」と

あるのは「手続実施基本契約（同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施

基本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法



律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関（農業協同組合法第九十二条

の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三

項において同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処

理手続（同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同

じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛

争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」

とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等

関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情（共済事業等（農業協同組合法第九十二

条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。

以下同じ。）」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関

連紛争（共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以

下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十

二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第十号

の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同

条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、

同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」

と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十

三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十

四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第

一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同

組合法第十条第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第

一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは

「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、

「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第

五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは

指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の

二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二

条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「農業

協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一

項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中

「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項

第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項

の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組

合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、

政令で定める。 

  第九十七条の三中「又は承認」を「、承認又は指定」に改める。 



  第九十八条第二項中「及び特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者及び

指定信用事業等紛争解決機関」に改め、同条第三項中「第五十二条の五十四第一項」の

下に「並びに第九十二条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一

項及び第二項」を加える。 

  第九十九条の二の三を第九十九条の二の四とし、第九十九条の二の二の次に次の一条

を加える。 

 第九十九条の二の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しく

は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定に

よる指定申請書又は第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六

十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の

三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は

記録をしてこれらを提出した者 

  二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第九十二

条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者 

  三 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは

第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定に

よる報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 

  四 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しく

は第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二

十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは

虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第

九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定に

よる命令に違反した者 

  第九十九条の五を次のように改める。 

 第九十九条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第十一条の二の三（第一号に係る部分に限る。）又は準用銀行法第五十二条の四

十五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、利用者以

外の者（組合又は特定信用事業代理業者を含む。）の利益を図り、又は利用者に損

害を与える目的で当該違反行為をした者 

  二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第



九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反

して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した

者 

  第百条の二の次に次の二条を加える。 

 第百条の二の二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若

しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保

険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若

しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。 

 第百条の二の三 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第

一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項

の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

  第百条の三第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第九十二条の八第一項におい

て準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条

の八十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の

十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項」を加え、同条に次

の二号を加える。 

  五 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しく

は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定に

よる報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  六 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しく

は第五十二条の八十四第三項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険

業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通

知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第百条の四第一項第二号及び第三号を次のように改める。 

  二 第九十九条の二の三（第二号を除く。）、第九十九条の三（第三号を除く。）又

は第九十九条の五第一号 二億円以下の罰金刑 

  三 第九十九条の二の四 五十万円以下の罰金刑（第十条第一項第三号若しくは第十

号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑） 

  第百条の四第一項第六号中「第九十九条の三第三号」を「第九十九条の二の三第二号、

第九十九条の三第三号、第九十九条の五第二号」に、「前二条」を「第百条の二から前

条まで」に改める。 

  第百条の六に次の一号を加える。 

  三 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六又は第九十二

条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反した者 

  第百二条を次のように改める。 



 第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第四条第二項、第七十二条の四第二項又は第七十三条の十七の規定に違反した者 

  二 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二

条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名

称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と

誤認されるおそれのある文字を使用した者 

 （水産業協同組合法の一部改正） 

第五条 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）の一部を次のように改正

する。 

  目次中「第七章の二 特定信用事業代理業（第百二十一条の二－第百二十一条の

五）」を 

「 第七章の二 特定信用事業代理業（第百二十一条の二－第百二十一条の五）  

 第七章の三 指定紛争解決機関（第百二十一条の六－第百二十一条の九） 」 

 に改める。 

  第十一条第四項第二号中「第十五条の九の二第二項」を「第十五条の九の三第二項」

に改める。 

  第十一条の四第二項中「第六項」の下に「、第百二十一条の六第五項第二号」を加え

る。 

  第十一条の九中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

  第十一条の十の次に次の一条を加える。 

  （指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第十一条の十の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定信用事業等紛争解決機関（第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業

等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定信

用事業等紛争解決機関との間で信用事業等（第百二十一条の六第五項第二号に規定

する信用事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約（同条第一

項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の九の二第一

項第一号及び第三項において同じ。）を締結する措置 

  二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措

置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者

に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情

に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者と

して主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定



める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続

の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定す

る認証紛争解決手続をいう。第十五条の九の二第二項第二号において同じ。）によ

り図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 

 ３ 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は

名称を公表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法

第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第百二十一条の六第五項

第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十五条の九の二第四項第一

号及び第二号において同じ。）の廃止の認可又は第百二十一条の八第一項において

準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項

第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事

業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の八第一項において準用

する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一

の指定信用事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第一項の規定による指定が第百

二十一条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により

取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第

一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百二十一条の六第一項の規定による指定信用事

業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間とし

て主務大臣が定める期間 

  第十一条の十三第二項中「第十五条の九の二第二項」を「第十五条の九の三第二項」

に改める。 

  第十五条の七中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十

七条の七まで」に改める。 

  第十五条の九の二を第十五条の九の三とし、第十五条の九の次に次の一条を加える。 

  （指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第十五条の九の二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 



  一 指定共済事業等紛争解決機関（第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業

等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定共

済事業等紛争解決機関との間で共済事業等（第百二十一条の六第五項第三号に規定

する共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約を締結する

措置 

  二 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措

置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者（利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同

じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若し

くは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他

の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令

で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこ

れに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 

 ３ 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は

名称を公表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百二十一条の九第一項において準用する保険業

法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二

十一条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指

定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大

臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事

業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の九第一項において準用

する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の

一の指定共済事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第一項の規定による指定が第

百二十一条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定によ

り取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、

第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める

期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第百二十一条の六第一項の規定による指定共済事



業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間とし

て農林水産大臣が定める期間 

  第九十二条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を

加える。 

  第九十六条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を、

「第十五条の九の二第一項」の下に「、第十五条の九の三第一項」を加える。 

  第百条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を加え

る。 

  第百条の八第一項中「第十五条の九の二第一項」の下に「、第十五条の九の三第一

項」を加える。 

  第百二十一条の五中「第四項ただし書及び第五項」の下に「、第三十七条の七」を加

える。 

  第七章の二の次に次の一章を加える。 

    第七章の三 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第百二十一条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争

解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若し

くは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項

の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経

過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務

に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過

しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を



経過しない者 

   ニ 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若

しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第

一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律

に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類す

る行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人

の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにお

いて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律

の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令

で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国

において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合

において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消し

の日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実

施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同

じ。）と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二

号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一

項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結され

る契約をいう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の

手続実施基本契約の内容（信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一

項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事

業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三

百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（信用事業

等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二

条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされ

る事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要



な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用

する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければな

らないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適

合するために必要な事項を除く。）について、信用事業等に係るものにあつては異

議（合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。）を述べた第

十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九

十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割

合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十一号、第

九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当

該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこ

と。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつて

は主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、

第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済

事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一

項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う

組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異

議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作

成しなければならない。 

 ３ 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七

号までに掲げる要件（紛争解決手続（信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事

者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

第五項第一号において同じ。）の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件

にあつては、信用事業等に係る業務規程については第百二十一条の八第一項において

準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るも

のに、共済事業等に係る業務規程については第百二十一条の九第一項において準用す

る保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限

る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならな

い。 

 ４ 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別（紛争解決等業務に係る信用事

業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。）ごとに行うものとする。 

 ５ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 紛争解決等業務 苦情処理手続（信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理

する手続をいう。）及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 

  二 信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一

項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法



律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並び

に当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業 

  三 共済事業等 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条

の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業の

うち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のた

めに共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介 

 ６ 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は

名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並

びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 

  （業務規程） 

 第百二十一条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけ

ればならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務（前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この

条及び第百二十九条の七の三において同じ。）の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入組合（手続実施基本契約を締結した相

手方である第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第

二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第

一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号に

おいて同じ。）が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者である加入組合又はその利用者（共済事業等（前条第五項第三号に規定す

る共済事業等をいう。第八号及び第百二十一条の九第一項において同じ。）に係る

紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。）から紛争解決等

業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事

業等（前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同

じ。）に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務

規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの 

  （指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用） 

 第百二十一条の八 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第

一項を除く。）及び第五十六条（第十三号に係る部分に限る。）の規定は、指定信用

事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事



業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十一条第二号において同

じ。）について準用する。 

 ２ 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大

臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定（銀行法第五

十二条の六十五第二項を除く。）中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に

規定する規定（同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。）中「銀行業務関連紛

争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号

を除く。）中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五

十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条

の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等

業務の種別（同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）及び次に掲げる

事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（水産業協

同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同

じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合

法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水

産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「こ

の法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行（手続実施基

本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合（水産業協同組合法第百

二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とある

のは「手続実施基本契約（同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基

本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法

律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関（水産業協同組合法第百二十

一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三

第三項において同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦

情処理手続（同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以

下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定す

る紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項

第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中

「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情（信用事業等（水産業協同組

合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。）に関

する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは

「信用事業等関連紛争（信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができる

ものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業

協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合（同法第十

一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を

行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同



組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。

以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。）から」と、「当該銀行」

とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同

組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水

産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるの

は「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるの

は「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一

項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の

七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一

号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは

「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」

と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の

六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは

「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法

第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業

協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項

第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第

二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の

六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは

「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一

項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十

六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二

十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

  （指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用） 

 第百二十一条の九 保険業法第四編（第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除

く。）並びに第三百十一条第一項（第三百八条の二十一に係る部分に限る。）及び第

二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解

決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三十一条第二号において同

じ。）について準用する。 

 ２ 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水

産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定（保

険業法第三百八条の五第二項を除く。）中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入

組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定（同法第三百八条

の七第二項第四号を除く。）中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連

紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号を除く。）中「保険業務等関連苦



情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一

項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛

争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別（水産業協同組合法第百二

十一条の六第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中

「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（水産業協同組合法第百二十一条の

六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第

一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項

第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一

条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協

同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者（手続実施基本契約を締結した相

手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合（水産業協同組合法第百二十一条

の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客（顧客以外の保険契約者等」とあるのは

「利用者（利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手

続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第百二十一条の六第

一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第

三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関

（水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関

をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦

情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第百二十一条の六第五項第一号に規定

する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解

決手続（同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第三百

八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第

一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情

（共済事業等（水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業

等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「保

険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争（共済事業等に関する紛争で当

事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一

項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「保険業関

係業者から」とあるのは「組合（同法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同

組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水

産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同

じ。）から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中

「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条

第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」

と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十

三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十



四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の

六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組

合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から

第七号までに掲げる要件（」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項

第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」と

あるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第

三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産

業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二

第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号

中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六

第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同

組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第

五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第三百

八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及

び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の

六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  第百二十七条第二項中「及び特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者及

び指定信用事業等紛争解決機関」に改め、同条第三項中「第五十二条の五十四第一項」

の下に「並びに第百二十一条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一

第一項及び第二項」を加える。 

  第百二十八条の五を第百二十八条の六とし、第百二十八条の四を第百二十八条の五と

し、第百二十八条の三の次に次の一条を加える。 

 第百二十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若し

くは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規

定による指定申請書又は第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二

条の六十三第二項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三

百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の

記載又は記録をしてこれらを提出した者 

  二 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第百二

十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者 

  三 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しく

は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規

定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 

  四 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若し



くは第二項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条

の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若し

くは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問

に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は

第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規

定による命令に違反した者 

  第百二十九条の二を次のように改める。 

 第百二十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第十一条の八（第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項

及び第百条第一項において準用する場合を含む。）又は準用銀行法第五十二条の四

十五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、利用者以

外の者（組合又は特定信用事業代理業者を含む。）の利益を図り、又は利用者に損

害を与える目的で当該違反行為をした者 

  二 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は

第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に

違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用

した者 

  第百二十九条の七の次に次の二条を加える。 

 第百二十九条の七の二 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の

七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第百二十一条の九第一項において

準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記

録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に

処する。 

 第百二十九条の七の三 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の

八十三第一項又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二

十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止を

した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第百二十九条の八第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第百二十一条の八第一

項において準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第

五十二条の八十三第二項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第

三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項」を加え、

同条に次の二号を加える。 

  五 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若し



くは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規

定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  六 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若し

くは第五十二条の八十四第三項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する

保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定によ

る通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第百二十九条の九第一項第二号及び第三号を次のように改める。 

  二 第百二十八条の四（第二号を除く。）、第百二十八条の六（第三号を除く。）又

は第百二十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑 

  三 第百二十八条の五 五十万円以下の罰金刑（第十一条第一項第四号若しくは第十

一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第

九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合又は特定

信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑） 

  第百二十九条の九第一項第六号中「第百二十八条の五第三号」を「第百二十八条の四

第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号」に、「前二条」を「第百

二十九条の七から前条まで」に改める。 

  第百二十九条の十に次の一号を加える。 

  三 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六又は第百二

十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反した者 

  第百三十一条を次のように改める。 

 第百三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第三条第二項又は第十三条第二項（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第

百条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

  二 第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二

十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してそ

の名称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機

関と誤認されるおそれのある文字を使用した者 

 （中小企業等協同組合法の一部改正） 

第六条 中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）の一部を次のように改

正する。 

  目次中「第六節 解散及び清算並びに合併（第六十二条－第六十九条）」を 

「 第六節 解散及び清算並びに合併（第六十二条－第六十九条）  

 第七節 指定紛争解決機関（第六十九条の二－第六十九条の五） 」 

 に改める。 

  第九条の七の三及び第九条の七の四を次のように改める。 

  （指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等） 



 第九条の七の三 特定火災共済協同組合（第六十九条の二第六項第二号に規定する特定

火災共済協同組合をいう。第三項において同じ。）は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定特定火災共済事業等紛争解決機関（第六十九条の四第一項に規定する指定特

定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場

合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等（第六

十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同

じ。）に係る手続実施基本契約（同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約を

いう。第三項、第九条の九の二第一項第一号及び第三項並びに第九条の九の三第一

項第一号及び第三項において同じ。）を締結する措置 

  二 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定火災共済事業等に

関する苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者（利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その

他の関係者を含む。次号及び第九条の九の二第二項において同じ。）からの苦情の

処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九

条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者

に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続

の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号（定義）

に規定する認証紛争解決手続をいう。第九条の九の二第二項第二号及び第九条の九

の三第二項第二号において同じ。）により図ること又はこれに準ずるものとして主

務省令で定める措置 

 ３ 特定火災共済協同組合は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を

講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争

解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第一項において準用する保険業法

第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務（第六十九条の二第六項第

一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号、第九条の九の二第四項第一号及び第

二号並びに第九条の九の三第四項第一号及び第二号において同じ。）の廃止の認可

又は第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定

による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間

として行政庁が定める期間 



  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火

災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第一項におい

て準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は

同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定に

よる指定が第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項

の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消

しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定

める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 

 第九条の七の四 削除 

  第九条の七の五第二項中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五か

ら第三十七条の七まで」に改める。 

  第九条の八第二項第十七号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「という。）」

の下に「のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引と

して内閣府令で定めるもの」を加える。 

  第九条の九の次に次の二条を加える。 

  （指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第九条の九の二 特定共済事業協同組合等（第六十九条の二第六項第三号に規定する特

定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。）は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定特定共済事業等紛争解決機関（第六十九条の四第二項に規定する指定特定共

済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の

指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等（第六十九条の二第六項

第六号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基

本契約を締結する措置 

  二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦

情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者

に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三

百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして

主務省令で定める措置 

  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこ

れに準ずるものとして主務省令で定める措置 



 ３ 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置

を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解

決機関の名称又は商号を公表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第二項において準用する保険業法

第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第六十九

条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の

取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める

期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共

済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第二項において準

用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号

の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定

が第六十九条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定に

より取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、

第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 

  （指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第九条の九の三 信用協同組合等（第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組

合等をいう。第三項において同じ。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定信用事業等紛争解決機関（第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解

決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定信用事業等

紛争解決機関との間で信用事業等（第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事

業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約を締結する措置 

  二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措

置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者

に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法（以下この条

において「準用銀行法」という。）第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に

行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置 



  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこ

れに準ずるものとして内閣府令で定める措置 

 ３ 信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた

場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称

又は商号を公表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定によ

る紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定に

よる指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣

総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事

業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項

の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六

十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定

により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時

に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定

める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第五十八条第六項中「給付金（」の下に「第六十九条の二第六項第六号を除き、」を

加える。 

  第二章第六節の次に次の一節を加える。 

     第七節 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第六十九条の二 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決

等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二

十四第一項の規定若しくは第六十九条の五において準用する銀行法（以下この節及

び第六章において「準用銀行法」という。）第五十二条の八十四第一項の規定によ

りこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者



又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るもの

として政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者で

ないこと。 

  三 この法律（信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又

は協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）。次号

ニ及びホにおいて同じ。）若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又は

これらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法

令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受

けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の

二十四第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により

この項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の

法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り

消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国の法

令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。）であ

つた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定

であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若し

くは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けてい

る当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取

消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経

過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」



という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実

施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同

じ。）と特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との

間で締結される契約をいう。以下同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基

本契約の内容（特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六

十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号

に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七

第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（特定火災共済事業等

又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項におい

て準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについて

は準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなけれ

ばならないこととされる事項並びに特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係る

ものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百

八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、

信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第

五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合

理的な理由が付されたものに限る。）を述べた特定火災共済協同組合、特定共済事

業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定火災共済協同組合、特定共済事業協同

組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下

の割合となつたこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特

定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程

の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異議がある場合には、そ

の理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 

 ３ 行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号

までに掲げる要件（紛争解決手続（特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事

業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらず

に解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。）の業務に係る部分に限り、

第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係

る業務規程については第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第

三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る

業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げ

る基準に係るものに限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に

協議しなければならない。 



 ４ 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別（紛争解決等業務に係る特定火

災共済事業等、特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同

じ。）ごとに行うものとする。 

 ５ 行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商

号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並び

に当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 

 ６ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 紛争解決等業務 苦情処理手続（特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用

事業等に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛争解決手続に係る業務並びに

これに付随する業務 

  二 特定火災共済協同組合 火災共済協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一

にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成するものであつて第八条第三

項に規定する小規模の事業者であるもの以外の者にその火災共済事業を利用させて

いるもの 

  三 特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合

員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて

小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事

業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者に

その共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会

員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にす

る親族以外の者にその共済事業を利用させているもの 

  四 信用協同組合等 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組

合連合会 

  五 特定火災共済事業等 特定火災共済協同組合が行う火災共済事業及びこれに附帯

する事業、第九条の七の二第二項の事業並びに当該特定火災共済協同組合のために

共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介 

  六 特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業（責任共済に係る共済

金等（自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同

法第十六条の二に規定する共済金等をいう。）の支払及び支払に係る手続に関する

業務に係るものを除く。）及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項（協同組合

連合会にあつては第九条の九第五項において準用する第九条の二第六項）の事業並

びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理

又は媒介 

  七 信用事業等 信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定によ

り行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこ

れに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行



う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業（協同組合による金

融事業に関する法律第六条の三第二項（信用協同組合代理業の許可）に規定する信

用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。）を行う者が行う信用協同組

合代理業 

  （業務規程） 

 第六十九条の三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務（前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この

条及び第百十二条の六の二において同じ。）の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等（手続実施基本契約を締結

した相手方である特定火災共済協同組合（前条第六項第二号に規定する特定火災共

済協同組合をいう。）、特定共済事業協同組合等（同項第三号に規定する特定共済

事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号ロ及び第百十一条の二第三号ロに

おいて同じ。）又は信用協同組合等（前条第六項第四号に規定する信用協同組合等

をいう。）をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者である加入協同組合等又はその利用者（特定火災共済事業等（前条第六項

第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第一項において同じ。）又は特

定共済事業等（前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条第二項に

おいて同じ。）に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金

額を受け取るべき者その他の関係者を含む。）から紛争解決等業務の実施に関する

料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決

等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの 

  （保険業法の準用） 

 第六十九条の四 保険業法第四編（第三百八条の二（紛争解決等業務を行う者の指定）

及び第三百八条の七第一項（業務規程）を除く。）（指定紛争解決機関）並びに第三

百十一条第一項（第三百八条の二十一に係る部分に限る。）及び第二項（検査職員の

証票の携帯及び提示等）の規定は、指定特定火災共済事業等紛争解決機関（指定紛争

解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定火災共済事業等であるものをいう。

第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第三号イ及び第百十五条の二第二号にお

いて同じ。）について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」



とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編（同法第三

百八条の五第二項を除く。）の規定中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入特定

火災共済協同組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編（第三百八条の七第

二項第一号及び第四号を除く。）の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定

火災共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事

業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企

業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」

とあるのは「紛争解決等業務の種別（中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に

規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中「紛争解決等業務」と

あるのは「紛争解決等業務（中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規

定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項

第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項

第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」

と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」

と、同条第二項中「加入保険業関係業者（手続実施基本契約」とあるのは「加入特定

火災共済協同組合（手続実施基本契約（中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項

第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。）」と、「保険業関係業者を

いう。以下この編において」とあるのは「特定火災共済協同組合（同条第六項第二号

に規定する特定火災共済協同組合をいう。以下同じ。）をいう。以下」と、「顧客

（顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者（利用

者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同

法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第

六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法

律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第六十九条の二第六項第

一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるの

は「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、

同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六

十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災

共済事業等関連苦情（特定火災共済事業等（同法第六十九条の二第六項第五号に規定

する特定火災共済事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」

と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定火災共済協同組合若しくは利用者

（以下単に「当事者」という。）」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とある

のは「特定火災共済事業等関連紛争（特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和

解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二

号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業

者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とある



のは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四

号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中

「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中

「保険業務等」とあるのは「特定火災共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項

中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一

項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共

済協同組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第

五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条

の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第三百八条の二第一項

第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の

二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十

九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、

同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企

業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第

二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第

二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二

第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小

企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」と

あるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条

の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替え

るものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 ２ 保険業法第四編（第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。）並びに第三

百十一条第一項（第三百八条の二十一に係る部分に限る。）及び第二項の規定は、指

定特定共済事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種

別が特定共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二

第三号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。）について準用する。この場合に

おいて、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあ

るのは「主務省令」と、同編（同法第三百八条の五第二項を除く。）の規定中「加入

保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは

「利用者」と、同編（第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。）の規定中

「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関

連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中

「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項

第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別（中小企業等

協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、

同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（中小企業等協同組合



法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、

同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十

九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協

同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあ

るのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者（手続実施

基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等（手続実施基本契約（中小企業

等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下

同じ。）」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共

済事業協同組合等（同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以

下同じ。）をいう。以下」と、「顧客（顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編

において」とあるのは「利用者（利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者

その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるの

は「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共

済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情

処理手続（同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同

じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛

争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」

とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険

業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情（特定共済事業等（同法第六

十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。）に関する苦

情をいう。以下同じ。）」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事

業協同組合等若しくは利用者（以下単に「当事者」という。）」と、同項第四号中

「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争（特定共済事業等に関

する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第

三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」

と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第四項中

「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同

条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四

号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条

の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百

八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第

六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とある

のは「特定共済事業協同組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三

百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「中小企業等協

同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第

三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、



同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等

協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又

は同法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一

項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中

「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二

第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等

協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項

第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第

三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項

及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九

条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  （銀行法の準用） 

 第六十九条の五 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二（紛争解決等業務を行う者の

指定）及び第五十二条の六十七第一項（業務規程）を除く。）（指定紛争解決機関）

及び第五十六条（第十三号に係る部分に限る。）（内閣総理大臣の告示）の規定は、

指定信用事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別

が信用事業等（第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。）である

ものをいう。第百十一条第一項第四号ハ、第百十一条の二第三号ハ及び第百十五条の

二第二号において同じ。）について準用する。この場合において、これらの規定中

「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号

に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、

「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八

号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同

組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」

とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続」

と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情（中小企業等協同組合法

第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。）」と、

「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争（中小企業等協同組合法第六

十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をするこ

とができるものをいう。）」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第

六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」と、同法第五十二条の六十三第一

項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、

同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十

九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協

同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」

とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「中小



企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同

法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合

法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同

条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法

第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六

十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同

組合法第六十九条の三第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第六十九条の二第六項

第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは

「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」

とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項

第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二

条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、

同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十

九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法第五十二条の八十二第二

項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあ

るのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる

要件（」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十

九条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあ

るのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火

災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解

決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の

六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同

項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法

第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあ

るのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第

五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二

第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の

二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第

一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるもの

とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  第百十一条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第七号と

し、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 

  四 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイからハまで

に定めるものとする。 

   イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業大臣及び内閣総理大臣 

   ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべ



き特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大

臣 

   ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣総理大臣 

  第百十一条の二に次の一号を加える。 

  三 次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイからハまで

に定めるものとする。 

   イ 指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業省令・内閣府令 

   ロ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべ

き特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管す

る大臣が共同で発する命令 

   ハ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣府令 

  第百十二条の二の次に次の一条を加える。 

 第百十二条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の三

第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請

書又は第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条

の三第二項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第二項の規定によりこれ

に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出し

た者 

  二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の九

の規定又は準用銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者 

  三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二

十第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出

せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 

  四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二

十一第一項若しくは第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十一第一項若しく

は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しく

は資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者 

  五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二

十二第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違

反した者 

  第百十二条の四の次に次の一条を加える。 

 第百十二条の四の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法



第三百八条の四第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反

して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  第百十二条の六を次のように改める。 

 第百十二条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

  一 第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定す

る書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載

すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者 

  二 第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれ

らの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条

第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、

電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けるこ

とができる状態に置く措置をとつた者 

  三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十

一若しくは第三百八条の十三第九項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一若し

くは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は

虚偽の記録を作成した者 

  第百十二条の六の次に次の一条を加える。 

 第百十二条の六の二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法

第三百八条の二十三第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定に

よる認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

  第百十二条の七に次の三号を加える。 

  三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の八

第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

  四 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十

八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀

行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三

第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  五 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二

十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定又は準用銀行法第五十二条の

八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚

偽の通知をした者 

  第百十四条の四中「法人の代表者」を「法人（人格のない社団又は財団で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理



人」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第百十二条の五、第百十二

条の六第一項若しくは第二項」を「第百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二か

ら第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三号から第五号まで」に改め、同号を同

条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。 

  二 第百十二条の二の二（第二号を除く。） 二億円以下の罰金刑 

  第百十四条の四に次の一項を加える。 

 ２ 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又

は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を

被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

  第百十四条の五に次の一号を加える。 

  三 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十

六の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 

  第百十五条の二を次のように改める。 

 第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者 

  二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十

七の規定又は準用銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中

に、指定特定火災共済事業等紛争解決機関、指定特定共済事業等紛争解決機関又は

指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者 

  三 第七十二条第二項の規定に違反した者 

  第百十五条の三を削る。 

 （信用金庫法の一部改正） 

第七条 信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第十章 雑則（第八十六条－第八十九条の三）」を 

「 第九章の三 指定紛争解決機関（第八十五条の四・第八十五条の五）  

 第十章 雑則（第八十六条－第八十九条の三） 」 

 に、「第九十三条」を「第九十四条」に改める。 

  第五十三条第三項第十三号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「いう。）」の

下に「のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内

閣府令で定めるもの」を加える。 

  第五十四条第四項第十三号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「いう。）」の

下に「のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引と

して内閣府令で定めるもの」を加える。 

  第九章の二の次に次の一章を加える。 

    第九章の三 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 



 第八十五条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛

争解決等業務（苦情処理手続（金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。）及び紛争

解決手続（金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第

四項において同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第七

項を除き、以下同じ。）を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によ

りこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るもの

として政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者で

ないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定に

よりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外

国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を

取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国

の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。）であつた

者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であ

つて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは

当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当

該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消し

の日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過し

ない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、



罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の

実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、

次条及び第九十四条において同じ。）と金庫との間で締結される契約をいう。以下

この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の

内容（第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に

掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容

とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項

第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的

な理由が付されたものに限る。）を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合が政

令で定める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務（金庫が第五十三条第一項か

ら第三項まで及び第六項又は第五十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定に

より行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業

を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第八十九条第七項において同

じ。）に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に

関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 

 ３ 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、

金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異

議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作

成しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあつては、第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各

号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、

あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称

又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示



しなければならない。 

  （業務規程） 

 第八十五条の五 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入金庫（手続実施基本契約を締結した相

手方である金庫をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴

収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

  第八十六条中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に、「又は認可」を「、認可

又は指定」に改める。 

  第八十九条第一項中「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を

加え、「第五十六条第一号から第三号まで」を「第五十六条（第一号から第三号までに

係る部分に限る。）」に改め、同条第二項中「、「金庫」を「「金庫」に改め、「行わ

せてはならない」と」の下に「、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十

二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と」を加え、同

条に次の二項を加える。 

 ７ 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二（紛争解決等業務を行う者の指定）及び第

五十二条の六十七第一項（業務規程）を除く。）（指定紛争解決機関）及び第五十六

条（第十三号に係る部分に限る。）（内閣総理大臣の告示）の規定は、紛争解決等業

務に係るものにあつては紛争解決等業務（第八十五条の四第一項に規定する紛争解決

等業務をいう。）について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機

関（同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。）について、銀行業務に係るも

のにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。 

 ８ 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」

と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第八号に規

定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条

の四第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法

第八十五条の四第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるの



は「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務

関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連紛

争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法

第八十五条の四第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは

「信用金庫法第八十五条の四第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とある

のは「信用金庫法第八十五条の四第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「こ

の法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「信用金

庫法第二条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるの

は「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」と

あるのは「信用金庫法第八十五条の五第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」と

あるのは「信用金庫法第八十五条の五第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第二条

に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十

五条の五第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十

五条の五第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同

法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫

法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは

「信用金庫法第二条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中

「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「信

用金庫法第八十五条の四第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第

五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の四第一項第五

号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外

の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあ

るのは「、信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十

二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第二号」と、同項第

二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一

項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用

金庫法第八十五条の四第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるの

は「同法第八十五条の四第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中

「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と読

み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  第八十九条の二中「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条

の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領

に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改め、

「同条及び同法第三十四条の二第九項中」を削り、「同条第五項第二号及び同法」を

「同法第三十四条の二第五項第二号及び」に改める。 

  第九十条第五号中「又は第五項」を「、第五項又は第七項」に、「第九十一条」を



「第九十四条」に改める。 

  第九十条の二の次に次の一条を加える。 

 第九十条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定

によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれ

らを提出した者 

  二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者 

  三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載

をした報告書を提出した者 

  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定に

よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれ

らの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第九十条の四を次のように改める。 

 第九十条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第十三条の三（第一号に係る部分に限る。）又は第五十二条の四十五（第

一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者（金

庫又は信用金庫代理業者を含む。）の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で

当該違反行為をした者 

  二 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た

秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

  第九十条の四の四の次に次の二条を加える。 

 第九十条の四の五 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規

定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以

下の罰金に処する。 

 第九十条の四の六 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業

務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第九十条の五第一号中「若しくは第五十二条の五十二」を「、第五十二条の五十二、

第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」

に改め、同条に次の二号を加える。 

  四 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

た者 

  五 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定によ



る通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第九十条の七第一項第二号中「第九十条の三第一号」を「第九十条の二の二（第二号

を除く。）、第九十条の三第一号」に、「第九十条の四」を「第九十条の四第一号」に

改め、同項第四号中「第九十条、」を「第九十条、第九十条の二の二第二号、」に、

「又は前三条」を「、第九十条の四第二号又は第九十条の四の四から前条まで」に改め

る。 

  第九十二条を次のように改める。 

 第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 

  一 第六条第二項の規定に違反した者 

  二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 

  第十一章中第九十三条の次に次の一条を加える。 

 第九十四条 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定

紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処

する。 

 （長期信用銀行法の一部改正） 

第八条 長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）の一部を次のように改正する。 

  第六条第三項第十一号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「いう。）」の下に

「のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内

閣府令で定めるもの」を加える。 

  第十六条の七の次に次の二条を加える。 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第十六条の八 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争

解決等業務（苦情処理手続（長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。）及

び紛争解決手続（長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る

手続をいう。第四項において同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第十七条を除き、以下同じ。）を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項

の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の

法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政

令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく



なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの

項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令

の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消さ

れた場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上

これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。）であつた者でその

取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争

解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の

法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で

定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一

月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の

実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、

次条及び第二十九条において同じ。）と長期信用銀行との間で締結される契約をい

う。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基

本契約の内容（第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に

掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容

とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項

第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的



な理由が付されたものに限る。）を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数

に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項に規定する「長期信用銀行業務関連苦情」とは、長期信用銀行業務（長期信用

銀行が第六条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業

務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行

代理業をいう。以下この項及び第十七条において同じ。）に関する苦情をいい、前項

に規定する「長期信用銀行業務関連紛争」とは、長期信用銀行業務に関する紛争で当

事者が和解をすることができるものをいう。 

 ３ 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、

長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの

意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した

書類を作成しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあつては、第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第

五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、あらかじ

め、法務大臣に協議しなければならない。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示

しなければならない。 

  （業務規程） 

 第十六条の九 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければ

ならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行（手続実施基本契約を締

結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。）が負担する負担金

に関する事項 

  五 当事者である加入長期信用銀行又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する

料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 



  第十七条中「適用除外）」の下に「、第五十二条の六十二（紛争解決等業務を行う者

の指定）、第五十二条の六十七第一項（業務規程）」を、「長期信用銀行代理業につい

て」の下に「、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務（第十六条の八第

一項に規定する紛争解決等業務をいう。）について、指定紛争解決機関に係るものにあ

つては指定紛争解決機関（同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。）について、

銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について」を加える。 

  第十七条の二中「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の

六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に

係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改め、

「同条及び同法第三十四条の二第九項中」を削り、「同条第五項第二号及び同法」を

「同法第三十四条の二第五項第二号及び」に改める。 

  第二十一条中「又は承認」を「、承認又は指定」に改める。 

  第二十四条の次に次の一条を加える。 

 第二十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定

によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれ

らを提出した者 

  二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者 

  三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載

をした報告書を提出した者 

  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定に

よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれ

らの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第二十五条の二を次のように改める。 

 第二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第十三条の三（第一号に係る部分に限る。）又は第五十二条の四十五（第

一号に係る部分に限り、銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含

む。）の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者（長期信用銀行又は長期

信用銀行代理業者を含む。）の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違

反行為をした者 

  二 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た

秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 



  第二十五条の二の四の次に次の二条を加える。 

 第二十五条の二の五 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の

規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円

以下の罰金に処する。 

 第二十五条の二の六 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等

業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第二十五条の三第一号中「若しくは第五十二条の五十二」を「、第五十二条の五十二、

第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」

に改め、同条に次の二号を加える。 

  四 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

た者 

  五 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定によ

る通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第二十六条第一項第二号中「第二十五条第一号の二」を「第二十四条の二（第二号を

除く。）、第二十五条第一号の二」に、「第二十五条の二」を「第二十五条の二第一

号」に改め、同項第四号中「除く。）」の下に「、第二十四条の二第二号」を加え、

「又は前二条」を「、第二十五条の二第二号又は第二十五条の二の四から前条まで」に

改める。 

  第二十七条の次に次の二条を加える。 

 第二十八条 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処

する。 

 第二十九条 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定

紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処

する。 

 （労働金庫法の一部改正） 

第九条 労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第十章 雑則（第九十条－第九十八条の四）」を 

「 第九章の四 指定紛争解決機関（第八十九条の五・第八十九条の六）  

 第十章 雑則（第九十条－第九十八条の四） 」 

 に改める。 

  第五十八条第二項第十八号中「、内閣府令・厚生労働省令」を「内閣府令・厚生労働

省令」に改め、「いう。）」の下に「のうち労働金庫の経営の健全性を損なうおそれが

ないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を加える。 

  第五十八条の二第一項第十六号中「、内閣府令・厚生労働省令」を「内閣府令・厚生

労働省令」に改め、「いう。）」の下に「のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損な

うおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を加え



る。 

  第九章の三の次に次の一章を加える。 

    第九章の四 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第八十九条の五 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、そ

の申請により、紛争解決等業務（苦情処理手続（金庫業務関連苦情を処理する手続を

いう。）及び紛争解決手続（金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図

る手続をいう。第四項において同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第九十四条第五項を除き、以下同じ。）を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によ

りこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るもの

として政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者で

ないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定に

よりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外

国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を

取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国

の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。）であつた

者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であ

つて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは

当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当



該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消し

の日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過し

ない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の

実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、

次条及び第百三条第二号において同じ。）と金庫との間で締結される契約をいう。

以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契

約の内容（第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各

号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその

内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第

五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合

理的な理由が付されたものに限る。）を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合

が政令で定める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務（金庫が第五十八条第一項、

第二項、第四項及び第七項又は同条第一項並びに第五十八条の二第一項及び第三項の

規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために労働金庫

代理業を行う者が行う労働金庫代理業をいう。以下この項及び第九十四条第五項にお

いて同じ。）に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫

業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 

 ３ 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令・厚生労働省令で定める

ところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかど

うかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記

載した書類を作成しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、

同項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同

号に掲げる要件にあつては、第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の



六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当している

ことについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ５ 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛

争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をし

た日を官報で告示しなければならない。 

  （業務規程） 

 第八十九条の六 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入金庫（手続実施基本契約を締結した相

手方である金庫をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴

収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府

令・厚生労働省令で定めるもの 

  第九十条中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「又は認可」を「、認可又

は指定」に改める。 

  第九十四条第一項中「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を

加え、「第五十六条第一号から第三号まで」を「第五十六条（第一号から第三号までに

係る部分に限る。）」に改め、同条第二項中「行わせてはならない」と」の下に「、同

法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは

「労働金庫法第八十九条の五第一項」と」を加え、同条に次の二項を加える。 

 ５ 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二（紛争解決等業務を行う者の指定）及び第

五十二条の六十七第一項（業務規程）を除く。）（指定紛争解決機関）及び第五十六

条（第十三号に係る部分に限る。）（内閣総理大臣の告示）の規定は、紛争解決等業

務に係るものにあつては紛争解決等業務（第八十九条の五第一項に規定する紛争解決

等業務をいう。）について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機

関（同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。）について、銀行業務に係るも

のにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。 

 ６ 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総

理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」



と、「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「労

働金庫法第八十九条の五第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理

手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項に規定する苦情処理手続」と、

「紛争解決手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項に規定する紛争解決

手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第二項に規

定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「労働金庫法第八十

九条の五第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項

中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第二項第

一号中「前条第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項第三号」

と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第三項」と、

同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、同条第

二項中「銀行を」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫を」と、同法第五十

二条の六十六中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二

条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の六第一号」

と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の六第二号」

と、「銀行」とあるのは「同法第三条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第

三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の六第三号」と、同条第五項中「第一項第

四号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の六第四号」と、同項第一号中「同項第五

号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の

六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条

の七十九第一号中「銀行」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫」と、同法

第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号ま

でに掲げる要件（」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項第五号から第七号

までに掲げる要件（」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又

は同法第八十九条の五第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法

律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、

第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、労働金庫法第八十九条の五第一項」と、

同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九

条の五第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは

「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二

第一項第五号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項第五号」と、「第五十

二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十九条の五第一項の」と、同条第三項

及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫

法第八十九条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政

令で定める。 

  第九十四条の二中「係る書面の交付）」の下に「、第三十七条の七（指定紛争解決機



関との契約締結義務等）」を加える。 

  第百条第五号中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「第百一条」を「第百

三条」に改める。 

  第百条の二の次に次の一条を加える。 

 第百条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定

によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれ

らを提出した者 

  二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者 

  三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載

をした報告書を提出した者 

  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定に

よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれ

らの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第百条の四を次のように改める。 

 第百条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 銀行法第十三条の三（第一号に係る部分に限る。）又は第五十二条の四十五（第

一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者（労

働金庫又は労働金庫代理業者を含む。）の利益を図り、又は顧客に損害を与える目

的で当該違反行為をした者 

  二 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た

秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

  第百条の四の四の次に次の二条を加える。 

 第百条の四の五 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定

による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下

の罰金に処する。 

 第百条の四の六 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務

の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第百条の五第一号中「若しくは第五十二条の五十二」を「、第五十二条の五十二、第

五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」に

改め、同条に次の二号を加える。 

  四 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし



た者 

  五 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定によ

る通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第百条の七第一項第二号中「第百条の三第一号」を「第百条の二の二（第二号を除

く。）、第百条の三第一号」に、「第百条の四」を「第百条の四第一号」に改め、同項

第四号中「第百条、」を「第百条、第百条の二の二第二号、」に、「又は前三条」を「、

第百条の四第二号又は第百条の四の四から前条まで」に改める。 

  第百二条を次のように改める。 

 第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 

  一 第八条第二項の規定に違反した者 

  二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 

  第百三条を次のように改める。 

 第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第八十九条の二第三項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた

者 

  二 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解

決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者 

 （銀行法の一部改正） 

第十条 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第八章 雑則（第五十三条－第六十条）」を 

「 第七章の五 指定紛争解決機関  

  第一節 通則（第五十二条の六十二－第五十二条の六十四）  

  第二節 業務（第五十二条の六十五－第五十二条の七十七）  

  第三節 監督（第五十二条の七十八－第五十二条の八十四）  

 第八章 雑則（第五十三条－第六十条） 」 

 に、「第六十六条」を「第六十七条」に改める。 

  第二条に次の六項を加える。 

 17 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定に

よる指定を受けた者をいう。 

 18 この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む

業務並びに担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）その他の法律により営

む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。 

 19 この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務関連苦情（銀行業務に関する苦

情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二におい

て同じ。）を処理する手続をいう。 

 20 この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務関連紛争（銀行業務に関する紛

争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条



の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。）につ

いて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 

 21 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。 

 22 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛

争解決機関と銀行との間で締結される契約をいう。 

  第十条第二項第十四号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「いう。）」の下に

「のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で

定めるもの」を加える。 

  第十二条中「（明治三十八年法律第五十二号）」を削る。 

  第十二条の三を第十二条の四とし、第十二条の二の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第十二条の三 銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を

講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本

契約を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置（顧客から

の苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を

第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるもの

として内閣府令で定める措置をいう。）及び紛争解決措置（顧客との紛争の解決を

認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法

律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図る

こと又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。） 

 ２ 銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当

該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなけれ

ばならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可され

たとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定によ

る指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる



場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずる

ために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第十三条の四中「係る書面の交付）」の下に「、第三十七条の七（指定紛争解決機関

との契約締結義務等）」を加える。 

  第五十二条の二の五中「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十

七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の

受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に

改め、「同条及び同法第三十四条の二第九項中」を削り、「同条第五項第二号及び同法

第三十四条の三第四項第二号」を「同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の

三第四項第二号」に改める。 

  第五十二条の四十五の二中「書面による解除）」の下に「、第三十七条の七（指定紛

争解決機関との契約締結義務等）」を加える。 

  第七章の四の次に次の一章を加える。 

    第七章の五 指定紛争解決機関 

     第一節 通則 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第五十二条の六十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、

紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 



   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され

た場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者

を含む。ニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない

者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係る

ものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定

により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取

り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた

者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施す

るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付され

たものに限る。）を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合

以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀

行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異議

がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成

しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件



にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの

に限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければな

らない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示

しなければならない。 

  （指定の申請） 

 第五十二条の六十三 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 商号又は名称 

  二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及

び所在地 

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎

を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの 

  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定めるもの 

  七 その他内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第五十二条の六十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第五十二条の七十三第二項の

規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十二条の六

十七第二項及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの職に

あつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のため

に使用してはならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令に

より公務に従事する職員とみなす。 

     第二節 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 



 第五十二条の六十五 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところによ

り、紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入銀行（手続実施

基本契約を締結した相手方である銀行をいう。以下この章において同じ。）若しくは

その顧客（以下この章において単に「当事者」という。）又は当事者以外の者との手

続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関

し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第五十二条の六十六 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定

による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるも

のを受けた者（第五十二条の七十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」

という。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはな

らない。 

  （業務規程） 

 第五十二条の六十七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めな

ければならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入銀行が負担する負担金に関する事項 

  五 当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該

料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客からの銀行業務関連苦情の解決の申立て又

は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開

始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入銀行の

顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入銀行にこれ

らの手続に応じるよう求めることができ、当該加入銀行は、その求めがあつたとき

は、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。 



  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入銀行に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該

加入銀行は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこ

と。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、銀行業務関連紛争の解決に必要な和解

案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 

  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、銀行

業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提

示することができること。 

  六 加入銀行は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場

合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の

程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入銀行は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、

当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報

告しなければならないこと。 

  八 前二号に規定する場合のほか、加入銀行は、紛争解決手続の目的となつた請求に

係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該

事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入銀行は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又は

その訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機

関に報告しなければならないこと。 

  十 加入銀行は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施につ

いて周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の

解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、銀行か

ら手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該銀行が手続実施基本契約

に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でない

と見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなけれ

ばならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 



  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務関連紛争の当事者と利害

関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由が

ある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。 

  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を銀行業務関連紛争の当事者とする銀行業務関連紛争について

紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質

的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不

当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争

解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、紛争解

決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護

士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入銀行の顧客が指定紛争解決機関に対し銀行業務関連苦情の解決の申立てをす

る場合又は銀行業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申

立てをする場合の要件及び方式を定めていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入銀行から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、

銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行の顧客に対し、速やかにその

旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか

否かを確認するための手続を定めていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入銀行の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた

場合において、銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行に対し、速や

かにその旨を通知する手続を定めていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる銀行業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、

当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めているこ

と。第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの



秘密についても、同様とする。 

  十二 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を

定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が

成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、そ

の旨を銀行業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加

入銀行が受諾しなければならないものをいう。 

  一 当事者である加入銀行の顧客（以下この項において単に「顧客」という。）が当

該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が

知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日

までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知

つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知つた日から一月を経過する日ま

でに、当該紛争解決手続が行われている銀行業務関連紛争について、当事者間にお

いて仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する仲裁合意がさ

れ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら

ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第五十二条の六十八 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行が負担す

る義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行の意見を聴き、当該不履行につ



き正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行の商号及び当該不履行

の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、銀行業務関連苦情及び銀行業務関連紛争を未然に防止し、並

びに銀行業務関連苦情の処理及び銀行業務関連紛争の解決を促進するため、加入銀行

その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第五十二条の六十九 指定紛争解決機関は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員

（以下この条において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から五年

を経過しない者をいう。）を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助

者として使用してはならない。 

  （差別的取扱いの禁止） 

 第五十二条の七十 指定紛争解決機関は、特定の加入銀行に対し不当な差別的取扱いを

してはならない。 

  （記録の保存） 

 第五十二条の七十一 指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるも

ののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、

これを保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第五十二条の七十二 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客から銀行業務関連苦情につ

いて解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当

該銀行業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行に対し、当該銀行

業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第五十二条の七十三 加入銀行に係る銀行業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、

当該加入銀行が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続

の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当

する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係る

ものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当する者で

なければならない。 

  一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 



  二 銀行業務に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ

る加入銀行の顧客が当該銀行業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者

と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めると

き、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争

解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関にお

ける紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決

機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第五十二条の六十七第六項に規定す

る特別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入銀行の顧客

に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した

書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。 

  一 当該顧客が支払う料金に関する事項 

  二 第五十二条の六十七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至る

までの標準的な手続の進行 

  三 その他内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 銀行業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 



  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために

必要な事項であつて内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第五十二条の七十四 紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成

立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合に

おいて、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者がその旨の

通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを

提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴

えの提起があつたものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定によ

り認可され、又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四

第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実

施されていた銀行業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをし

た当該銀行業務関連紛争の当事者が第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の

八十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日の

いずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを

提起したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第五十二条の七十五 銀行業務関連紛争について当該銀行業務関連紛争の当事者間に訴

訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀

行業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期

間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

  一 当該銀行業務関連紛争について、当該銀行業務関連紛争の当事者間において紛争

解決手続が実施されていること。 

  二 前号の場合のほか、当該銀行業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当

該銀行業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入銀行の名簿の縦覧） 

 第五十二条の七十六 指定紛争解決機関は、加入銀行の名簿を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

  （名称の使用制限） 



 第五十二条の七十七 指定紛争解決機関でない者（金融商品取引法第百五十六条の三十

九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるもの

を除く。）は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある

文字を使用してはならない。 

     第三節 監督 

  （変更の届出） 

 第五十二条の七十八 指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項各号に掲げる事

項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示

しなければならない。 

  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第五十二条の七十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内

閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  一 銀行と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了した

とき。 

  二 その他内閣府令で定めるとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第五十二条の八十 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解

決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告徴収及び立入検査） 

 第五十二条の八十一 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必

要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資

料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他

の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入銀行若しくは当該指

定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関

し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営

業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況

に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

 ３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 



 ４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

  （業務改善命令） 

 第五十二条の八十二 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関

し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、

その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に

必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の

業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項

各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）

に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項第五号から第七号ま

でに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条

の七十三の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るもので

ある場合に限る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第五十二条の八十三 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた

者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通

知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全

部又は一部を再開するときも、同様とする。 



  （指定の取消し等） 

 第五十二条の八十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当

するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内

の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこと

となつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していな

かつたことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議

しなければならない。 

  一 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の

業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項

各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）

に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を

受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつた

ことが判明した場合 

  二 第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条

の七十三の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るもので

ある場合に限る。） 

 ３ 第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を

受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命

令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が

実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該

処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

  第五十六条に次の一号を加える。 

  十三 第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定によ

る指定を取り消したとき。 

  第五十八条中「又は承認」を「、承認又は指定」に改める。 

  第六十二条の次に次の一条を加える。 

 第六十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定により

これに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提

出した者 



  二 第五十二条の六十九の規定に違反した者 

  三 第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした

報告書を提出した者 

  四 第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当

該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第六十三条の二を次のように改める。 

 第六十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第十三条の三（第一号に係る部分に限る。）又は第五十二条の四十五（第一号に

係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。）の規定の違

反があつた場合において、顧客以外の者（銀行又は銀行代理業者を含む。）の利益

を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者 

  二 第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を

漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

  第六十三条の二の四の次に次の二条を加える。 

 第六十三条の二の五 第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定に

よる記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の

罰金に処する。 

 第六十三条の二の六 第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の

全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第六十三条の三第二号中「若しくは第五十二条の五十二」を「、第五十二条の五十二、

第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」

に改め、同条に次の二号を加える。 

  五 第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  六 第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知

をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第六十四条第一項第二号中「第六十三条第一号」を「第六十二条の二（第二号を除

く。）、第六十三条第一号」に、「第六十三条の二」を「第六十三条の二第一号」に改

め、同項第四号中「第六十一条の二」の下に「、第六十二条の二第二号」を加え、「又

は前二条」を「、第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の四から前条まで」に改め

る。 

  第六十六条に次の一号を加える。 

  四 第五十二条の七十六の規定に違反した者 



  第六十六条の次に次の一条を加える。 

 第六十七条 第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解

決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。 

 （貸金業法の一部改正） 

第十一条 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第四章 雑則（第四十二条－第四十六条）」を 

「 第三章の三 指定紛争解決機関  

  第一節 通則（第四十一条の三十九－第四十一条の四十一）  

  第二節 業務（第四十一条の四十二－第四十一条の五十四）  

  第三節 監督（第四十一条の五十五－第四十一条の六十一）  

 第四章 雑則（第四十二条－第四十六条） 」 

 に改める。 

  第二条に次の六項を加える。 

 18 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定に

よる指定を受けた者をいう。 

 19 この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。 

 20 この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情（貸金業務に関する苦

情をいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九におい

て同じ。）を処理する手続をいう。 

 21 この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争（貸金業務に関する紛

争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条

の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。）につい

て訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 

 22 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。 

 23 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛

争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。 

  第四条第一項第二号中「第三章の二」を「第三章の三」に改める。 

  第十二条の二の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第十二条の二の二 貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る措置を講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本

契約を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置（資金需要

者等（債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。）からの苦情の処理

の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第四十一条の



五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令

で定める措置をいう。）及び紛争解決措置（資金需要者等との紛争の解決を認証紛

争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百

五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図ること又

はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。） 

 ２ 貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、

当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなけ

ればならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等

業務の廃止の認可又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可された

とき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による

指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場

合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるた

めに必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第四十一条の七に次の一項を加える。 

 ５ 第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている

場合には、適用しない。 

  第四十一条の二十第一項第七号中「以下」の下に「この章において」を加える。 

  第三章の二の次に次の一章を加える。 

    第三章の三 指定紛争解決機関 

     第一節 通則 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第四十一条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、

紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 



  二 第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員（業務を執行する社員（業務を執行する社員が法人であるときは、その職務

を行うべき者を含む。）、取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるとき

は、その職務を行うべき社員を含む。）、監査役、代表者若しくは管理人又はこれ

らに準ずる者をいう。以下この章において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当

する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され

た場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前三十日以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている

者を含む。ニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しな

い者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係

るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規

定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を

取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であ

つた者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 



  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この章において「業務規程」とい

う。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公

正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付され

たものに限る。）を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定

める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸

金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見

（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類

を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの

に限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければな

らない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示

しなければならない。 

  （指定の申請） 

 第四十一条の四十 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 商号又は名称 

  二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及

び所在地 

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎

を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの 



  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定めるもの 

  七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第四十一条の四十一 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第四十一条の五十第二項の規

定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第四十一条の四十

四第二項及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあ

つた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために

使用してはならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。 

     第二節 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 

 第四十一条の四十二 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところによ

り、紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入貸金業者（手続

実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。）

若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等（債務者等であつた者を含む。以下こ

の章において同じ。）又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で

定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報

酬を受けることができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第四十一条の四十三 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定

による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるも

のを受けた者（第四十一条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」と

いう。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはなら

ない。 

  （業務規程） 

 第四十一条の四十四 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めな

ければならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 



  四 紛争解決等業務に要する費用について加入貸金業者が負担する負担金に関する事

項 

  五 当事者である加入貸金業者又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等（以下この

章において単に「当事者」という。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴

収する場合にあつては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情

の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は

紛争解決手続を開始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業

者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、

加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、

その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。 

  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入貸金業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、

当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではな

らないこと。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解

案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 

  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金

業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提

示することができること。 

  六 加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始され

た場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴

訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合

には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機

関に報告しなければならないこと。 



  八 前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請

求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、

当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入貸金業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合

又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解

決機関に報告しなければならないこと。 

  十 加入貸金業者は、当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し指定紛争解決機関

による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措

置を講じなければならないこと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の

解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業

者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施

基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確

実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするもの

でなければならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害

関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由が

ある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。 

  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について

紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質

的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不

当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争

解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、紛争解

決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護



士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の

解決の申立てをする場合又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し

紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合におい

て、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等

に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛

争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第七号の紛争解決手続

の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入

貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、

当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めているこ

と。第四十一条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘

密についても、同様とする。 

  十二 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を

定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が

成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、そ

の旨を貸金業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加

入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。 

  一 当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等（以下この項において単に「資金



需要者等」という。）が当該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加

入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、

かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入

貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  四 資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を

経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、

当事者間において仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する

仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら

ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第四十一条の四十五 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負

担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不

履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、

名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大

臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並

びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金

業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければなら

ない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第四十一条の四十六 指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、

又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。 

  （差別的取扱いの禁止） 

 第四十一条の四十七 指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取

扱いをしてはならない。 

  （記録の保存） 

 第四十一条の四十八 指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもの

のほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、こ



れを保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第四十一条の四十九 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金

業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要

者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該

加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求め

なければならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第四十一条の五十 加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、

当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決

手続の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当

する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係る

ものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当する者で

なければならない。 

  一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  二 貸金業務に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ

る加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足り

る能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うの

に適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをし

たと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立て

を受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認め

るときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託する



ものとする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第四十一条の四十四第六項に規定す

る特別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に

係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、

これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしな

ければならない。 

  一 当該資金需要者等が支払う料金に関する事項 

  二 第四十一条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至る

までの標準的な手続の進行 

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 貸金業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 

  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために

必要な事項であつて内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第四十一条の五十一 紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成

立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合に

おいて、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の

通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを

提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴

えの提起があつたものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により

認可され、又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第



一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施

されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした

当該貸金業務関連紛争の当事者が第四十一条の六十第三項若しくは第四十一条の六十

一第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいず

れか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起

したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第四十一条の五十二 貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴

訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸

金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期

間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

  一 当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争

解決手続が実施されていること。 

  二 前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当

該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入貸金業者の名簿の縦覧） 

 第四十一条の五十三 指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しな

ければならない。 

  （名称の使用制限） 

 第四十一条の五十四 指定紛争解決機関でない者（金融商品取引法（昭和二十三年法律

第二十五号）第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに

類する者として政令で定めるものを除く。）は、その名称又は商号中に、指定紛争解

決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

     第三節 監督 

  （変更の届出） 

 第四十一条の五十五 指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項

に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示

しなければならない。 

  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第四十一条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内

閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 



  一 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了

したとき。 

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第四十一条の五十七 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争

解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告徴収及び立入検査） 

 第四十一条の五十八 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必

要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告若しくは

資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その

他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しく

は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者若しくは当

該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務

に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者

の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の

状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させるこ

とができる。 

 ３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

 ４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

  （業務改善命令） 

 第四十一条の五十九 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関

し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、

その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に

必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の

業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項

各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）

に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項第五号から第七号ま



でに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第四十一条の四十二、第四十一条の四十三、第四十一条の四十六又は第四十一条

の五十の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものであ

る場合に限る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第四十一条の六十 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた

者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨

を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務

の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 

  （指定の取消し等） 

 第四十一条の六十一 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当

するときは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内

の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 第四十一条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこと

となつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していな

かつたことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議

しなければならない。 

  一 第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の

業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項



各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）

に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定を

受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつた

ことが判明した場合 

  二 第四十一条の四十二、第四十一条の四十三、第四十一条の四十六又は第四十一条

の五十の規定に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものであ

る場合に限る。） 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定

を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

 ４ 第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を

受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命

令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が

実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に

当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

  第四十八条第一項第九号の七の次に次の五号を加える。 

  九の八 第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によ

りこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを

提出した者 

  九の九 第四十一条の四十六の規定に違反した者 

  九の十 第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載

をした報告書を提出した者 

  九の十一 第四十一条の五十八第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定に

よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれ

らの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  九の十二 第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者 

  第四十八条の二を次のように改める。 

 第四十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第三十条の規定に違反した者 

  二 第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を

漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

  第四十九条に次の一号を加える。 

  十一 第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若し

くは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者 

  第五十条第一項に次の一号を加える。 



  七 第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部

の休止又は廃止をした者 

  第五十条の二に次の三号を加える。 

  五 第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  六 第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六又は第四十一条の六十第二項の

規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  七 第四十一条の六十第三項又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、

又は虚偽の通知をした者 

  第五十一条第一項第一号中「若しくは第九号」を「、第九号、第九号の八若しくは第

九号の十から第九号の十二まで」に改め、同項第二号中「及び第九号」を「、第九号、

第九号の八及び第九号の十から第九号の十二まで」に改める。 

  第五十一条の三第一項中「指定信用情報機関」の下に「若しくは指定紛争解決機関」

を加え、同項に次の一号を加える。 

  七 第四十一条の五十三の規定に違反したとき。 

  第五十二条に次の一号を加える。 

  三 第四十一条の五十四の規定に違反したとき。 

 （保険業法の一部改正） 

第十二条 保険業法（平成七年法律第百五号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第百五条」を「第百五条の三」に、 

「 第四編 雑則（第三百九条－第三百十四条）  

 第五編 罰則（第三百十五条－第三百三十八条） 」 

 を 

「 第四編 指定紛争解決機関  

  第一章 通則（第三百八条の二－第三百八条の四）  

  第二章 業務（第三百八条の五－第三百八条の十七）  

  第三章 監督（第三百八条の十八－第三百八条の二十四）  

 第五編 雑則（第三百九条－第三百十四条）  

 第六編 罰則（第三百十五条－第三百三十九条） 」 

 に改める。 

  第二条に次の十五項を加える。 

 28 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第三百八条の二第一項の規定による

指定を受けた者をいう。 

 29 この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第九十七条、第九十八条

及び第九十九条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命

保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 

 30 この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第九十七条、第九十八条

及び第九十九条の規定により行う業務（自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九

十七号）第五条（責任保険又は責任共済の契約の締結強制）に規定する責任保険に係



る保険金等（同法第十六条の二（休業による損害等に係る保険金等の限度）に規定す

る保険金等をいう。）の支払及び支払に係る手続に関する業務（第三十二項及び第三

十四項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。）を除く。）並びに他の法

律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集を

いう。 

 31 この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第百九十九条

において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う

業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 

 32 この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第百九十九条

において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う

業務（自動車損害賠償責任保険事業を除く。）並びに当該外国損害保険会社等のため

に損害保険募集人が行う保険募集をいう。 

 33 この法律において「特定生命保険業務」とは、第二百十九条第四項の特定生命保険

業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用

する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当

該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。 

 34 この法律において「特定損害保険業務」とは、第二百十九条第五項の特定損害保険

業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用

する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務（自動車

損害賠償責任保険事業を除く。）並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う

保険募集をいう。 

 35 この法律において「尐額短期保険業務」とは、尐額短期保険業者が第二百七十二条

の十一第一項の規定により行う業務及び当該尐額短期保険業者のために尐額短期保険

募集人が行う保険募集をいう。 

 36 この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結

の媒介をいう。 

 37 この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保

険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、尐額短期保険業

務又は保険仲立人保険募集をいう。 

 38 この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情（保険業務等に関す

る苦情をいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十二において同

じ。）を処理する手続をいう。 

 39 この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争（保険業務等に関す

る紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第三百八条の七、第三百八条

の八及び第三百八条の十三から第三百八条の十五までにおいて同じ。）について訴訟

手続によらずに解決を図る手続をいう。 



 40 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。 

 41 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険

業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特

定損害保険業務、尐額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。 

 42 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛

争解決機関と保険業関係業者（保険会社、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の

免許特定法人、尐額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。）との間で締結

される契約をいう。 

  第二条の二第一項中「第四編並びに第五編」を「第五編並びに第六編」に改める。 

  第二十一条第三項中「第五編」を「第六編」に改める。 

  第九十八条第一項第八号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「いう。）」の下

に「のうち保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣

府令で定めるもの」を加える。 

  第九十九条第八項中「から第三十一条まで（信託業務の委託、信託業務の委託に係る

信託会社の責任、」を「（信託業務の委託）、第二十三条（信託業務の委託に係る信託

会社の責任）、第二十四条から第三十一条まで（」に改める。 

  第百一条第一項第一号中「（昭和三十年法律第九十七号）」を削る。 

  第二編第三章中第百五条の次に次の二条を加える。 

  （指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第百五条の二 生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る措置を講じなければならない。 

  一 指定生命保険業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務

の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が存在する

場合 一の指定生命保険業務紛争解決機関との間で生命保険業務に係る手続実施基

本契約を締結する措置 

  二 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合 生命保険業務に関する苦情処

理措置（顧客（顧客以外の保険契約者等を含む。以下この号において同じ。）から

の苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を

第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものと

して内閣府令で定める措置をいう。次条、第二百七十二条の十三の二及び第二百九

十九条の二において同じ。）及び紛争解決措置（顧客との紛争の解決を認証紛争解

決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十

一号）第二条第三号（定義）に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図るこ

と又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、第二百七十二

条の十三の二及び第二百九十九条の二において同じ。） 



 ２ 生命保険会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又

は名称を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定生命保

険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定に

より認可されたとき、又は同号の一の指定生命保険業務紛争解決機関の第三百八条

の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消され

たとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号

に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  （指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第百五条の三 損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る措置を講じなければならない。 

  一 指定損害保険業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務

の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が存在する

場合 一の指定損害保険業務紛争解決機関との間で損害保険業務に係る手続実施基

本契約を締結する措置 

  二 指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合 損害保険業務に関する苦情処

理措置及び紛争解決措置 

 ２ 損害保険会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又

は名称を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 



  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定損害保

険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定に

より認可されたとき、又は同号の一の指定損害保険業務紛争解決機関の第三百八条

の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消され

たとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号

に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第百九十条第九項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項（振替社債等の

供託）に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第

一項（振替債の供託）に規定する振替債」に改める。 

  第百九十九条中「外国保険会社等について」の下に「、第百五条の二の規定は外国生

命保険会社等について、第百五条の三の規定は外国損害保険会社等について」を、「第

百十一条第一項」と」の下に「、第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項

第二号中「指定生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国生命保険業務紛争解

決機関」と、同条第一項各号中「生命保険業務」とあるのは「外国生命保険業務」と、

第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定損害保険業務紛争

解決機関」とあるのは「指定外国損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中

「損害保険業務」とあるのは「外国損害保険業務」と」を加える。 

  第二百四十条第一項第一号中「第四編」を「第五編」に改め、同項第三号の次に次の

二号を加える。 

  三の二 第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定

生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合におい

て、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び

第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命

保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは

「特定生命保険業務」とする。 

  三の三 第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定

損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合におい

て、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び

第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害

保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは

「特定損害保険業務」とする。 

  第二百五十九条中「第四編及び第五編」を「第五編及び第六編」に改める。 

  第二百七十二条の十三の次に次の一条を加える。 



  （指定尐額短期保険業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第二百七十二条の十三の二 尐額短期保険業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める措置を講じなければならない。 

  一 指定尐額短期保険業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等

業務の種別が尐額短期保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が

存在する場合 一の指定尐額短期保険業務紛争解決機関との間で尐額短期保険業務

に係る手続実施基本契約を締結する措置 

  二 指定尐額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合 尐額短期保険業務に関す

る苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 尐額短期保険業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた

場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定尐額短期保険業務紛争解決機関

の商号又は名称を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定尐額短

期保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規

定により認可されたとき、又は同号の一の指定尐額短期保険業務紛争解決機関の第

三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取

り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一

項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第二百七十三条第一項中「又は第四号」を「又は第五号」に改め、同項第一号中「第

四号」を「第五号」に改める。 

  第二百九十九条の次に次の一条を加える。 

  （指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第二百九十九条の二 保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める措置を講じなければならない。 

  一 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決

等業務の種別が保険仲立人保険募集であるものをいう。以下この条において同

じ。）が存在する場合 一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との間で保険仲



立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置 

  二 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合 保険仲立人保険募集に

関する苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 保険仲立人は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合に

は、当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商

号又は名称を公表しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定保険仲

立人保険募集紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の

規定により認可されたとき、又は同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関

の第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定によ

り取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、

第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める

期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第三百条の二中「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の

六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に

係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める。 

  第三百十一条第一項中「又は第三百五条」を「、第三百五条又は第三百八条の二十

一」に改める。 

  第三百十六条の二の次に次の一条を加える。 

 第三百十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれ

に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出し

た者 

  二 第三百八条の九の規定に違反した者 

  三 第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした

報告書を提出した者 



  四 第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当

該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第三百十七条の二に次の一号を加える。 

  十 第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏ら

し、又は自己の利益のために使用した者 

  第三百十九条の二に次の一号を加える。 

  五 第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部

若しくは一部の休止又は廃止をした者 

  第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、第三百十九条の次に次の一条を加える。 

 第三百十九条の二 第三百八条の十一又は第三百八条の十三第九項の規定による記録の

作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処す

る。 

  第三百二十条に次の三号を加える。 

  八 第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  九 第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九又は第三百八条の二十三第二項の規

定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  十 第三百八条の二十三第三項又は第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせ

ず、又は虚偽の通知をした者 

  第三百二十一条第一項第二号中「第三百十六条の二」の下に「、第三百十六条の三

（第二号を除く。）」を加え、同項第四号中「若しくは第五号」の下に「、第三百十六

条の三第二号」を加える。 

  第三百三十五条に次の一号を加える。 

  七 第三百八条の十六の規定に違反した者 

  第三百三十八条の次に次の一条を加える。 

 第三百三十九条 第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争

解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。 

  第五編を第六編とし、第四編を第五編とし、第三編の次に次の一編を加える。 

   第四編 指定紛争解決機関 

    第一章 通則 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第三百八条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛

争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外



国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され

た場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者

を含む。ニにおいて同じ。）であった者でその取消しの日から五年を経過しない

者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係る

ものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定

により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取

り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった

者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施す



るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付され

たものに限る。）を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割

合が政令で定める割合以下の割合となったこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、保

険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの

意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した

書類を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあっては、第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限

る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならな

い。 

 ４ 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八

号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。 

 ５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種

別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 

  （指定の申請） 

 第三百八条の三 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 

  二 商号又は名称 

  三 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及

び所在地 

  四 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎



を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの 

  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定めるもの 

  七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第三百八条の四 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第三百八条の十三第二項の規定に

より選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第三百八条の七第二項

及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しては

ならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。 

    第二章 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 

 第三百八条の五 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、

紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入保険業関係業者

（手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者をいう。以下この編にお

いて同じ。）若しくはその顧客（顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編におい

て同じ。）又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるとこ

ろにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受ける

ことができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第三百八条の六 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定によ

る指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを

受けた者（第三百八条の十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」とい

う。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならな

い。 

  （業務規程） 

 第三百八条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 



  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入保険業関係業者が負担する負担金に関

する事項 

  五 当事者である加入保険業関係業者又はその顧客（以下この編において単に「当事

者」という。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、

当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解

決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争

解決手続を開始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入保険業

関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入

保険業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入保険業関

係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではなら

ないこと。 

  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入保険業関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることが

でき、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならないこと。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、保険業務等関連紛争の解決に必要な和

解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 

  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、保険

業務等関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に

提示することができること。 

  六 加入保険業関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開

始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び

当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入保険業関係業者は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起され



た場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争

解決機関に報告しなければならないこと。 

  八 前二号に規定する場合のほか、加入保険業関係業者は、紛争解決手続の目的とな

った請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合

には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入保険業関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなっ

た場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定

紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  十 加入保険業関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務

の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければなら

ないこと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛

争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、保険業

関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該保険業関係業

者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行

することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内

容とするものでなければならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連紛争の当事者と利

害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由

がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。 

  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を保険業務等関連紛争の当事者とする保険業務等関連紛争につ

いて紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該

実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対し

て不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号（業務）に規定する紛争について行う紛争解決手続におい



て、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、

紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、

弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入保険業関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し保険業務等関連苦情の解決

の申立てをする場合又は保険業務等関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛

争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入保険業関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合

において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険業関係業者の顧

客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決

手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入保険業関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立

てを受けた場合において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険

業関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる保険業務等関連紛争の当事者又は第三者の秘密につい

て、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めてい

ること。第三百八条の十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれら

の秘密についても、同様とする。 

  十二 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

を定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解

が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、

その旨を保険業務等関連紛争の当事者に通知することを定めていること。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加



入保険業関係業者が受諾しなければならないものをいう。 

  一 当事者である加入保険業関係業者の顧客（以下この項において単に「顧客」とい

う。）が当該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業

関係業者が知った日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、

かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟

が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業関

係業者が知った日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業関係業者が知った日から一月を経

過する日までに、当該紛争解決手続が行われている保険業務等関連紛争について、

当事者間において仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項（定義）に

規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立した

とき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら

ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第三百八条の八 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入保険業関係業者が

負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取

し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業

関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理

大臣に報告しなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、保険業務等関連苦情及び保険業務等関連紛争を未然に防止し、

並びに保険業務等関連苦情の処理及び保険業務等関連紛争の解決を促進するため、加

入保険業関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努め

なければならない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第三百八条の九 指定紛争解決機関は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第二条第六号（定義）に規定する暴力団員（以下この条において「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。）

を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならな

い。 



  （差別的取扱いの禁止） 

 第三百八条の十 指定紛争解決機関は、特定の加入保険業関係業者に対し不当な差別的

取扱いをしてはならない。 

  （記録の保存） 

 第三百八条の十一 指定紛争解決機関は、第三百八条の十三第九項の規定によるものの

ほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これ

を保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第三百八条の十二 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客から保険業務等関

連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助

言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入保険業関

係業者に対し、当該保険業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなけ

ればならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第三百八条の十三 加入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、

当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関

に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当

する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号（業務）に規定する紛

争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当

する者でなければならない。 

  一 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  二 保険業務等に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ



る加入保険業関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能

力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適

当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと

認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受

託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めると

きは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するもの

とする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第三百八条の七第六項に規定する特

別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入保険業関係

業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これ

を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなけれ

ばならない。 

  一 当該顧客が支払う料金に関する事項 

  二 第三百八条の七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまで

の標準的な手続の進行 

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 保険業務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 

  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために

必要な事項であって内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第三百八条の十四 紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成

立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合に



おいて、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がその旨

の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴え

を提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、

訴えの提起があったものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定によ

り認可され、又は第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一

項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施さ

れていた保険業務等関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした

当該保険業務等関連紛争の当事者が第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の

二十四第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日の

いずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを

提起したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第三百八条の十五 保険業務等関連紛争について当該保険業務等関連紛争の当事者間に

訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該

保険業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内

の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

  一 当該保険業務等関連紛争について、当該保険業務等関連紛争の当事者間において

紛争解決手続が実施されていること。 

  二 前号の場合のほか、当該保険業務等関連紛争の当事者間に紛争解決手続によって

当該保険業務等関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入保険業関係業者の名簿の縦覧） 

 第三百八条の十六 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供

しなければならない。 

  （名称の使用制限） 

 第三百八条の十七 指定紛争解決機関でない者（金融商品取引法第百五十六条の三十九

第一項（紛争解決等業務を行う者の指定）の規定による指定を受けた者その他これに

類する者として政令で定めるものを除く。）は、その名称又は商号中に指定紛争解決

機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

    第三章 監督 

  （変更の届出） 

 第三百八条の十八 指定紛争解決機関は、第三百八条の三第一項第二号から第四号まで

のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なけ



ればならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示

しなければならない。 

  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第三百八条の十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣

府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  一 保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約

を終了したとき。 

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第三百八条の二十 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解

決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告徴収及び立入検査） 

 第三百八条の二十一 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必

要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資

料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他

の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入保険業関係業者若し

くは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関

の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これ

らの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の

業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

  （業務改善命令） 

 第三百八条の二十二 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関

し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、

その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に

必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務



に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三百八条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなった場合又は第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要

件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第三百八条の五、第三百八条の六、第三百八条の九又は第三百八条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第三百八条の二十三 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた

者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止を

した旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決

等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 

  （指定の取消し等） 

 第三百八条の二十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当

するときは、第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期

間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 第三百八条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととな

ったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかっ

たことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第三百八条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議



しなければならない。 

  一 第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務

に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三百八条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなった場合又は第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた時点に

おいて同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明し

た場合 

  二 第三百八条の五、第三百八条の六、第三百八条の九又は第三百八条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により第三百八条の二第一項の規定による指定を取

り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。 

 ４ 第一項の規定により第三百八条の二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、

又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日

から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施さ

れていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に

当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

 （農林中央金庫法の一部改正） 

第十三条 農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第九章の二 農林中央金庫代理業（第九十五条の二－第九十五条の五）」を 

「 第九章の二 農林中央金庫代理業（第九十五条の二－第九十五条の五）  

 第九章の三 指定紛争解決機関（第九十五条の六－第九十五条の八） 」 

 に改める。 

  第五十四条第四項第十六号中「、主務省令」を「主務省令」に、「、第五号及び第十

四号に掲げる業務に該当するもの以外のもの」を「農林中央金庫の経営の健全性を損な

うおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの（第五号及び第十四号に

掲げる業務に該当するものを除く。）」に改める。 

  第五十七条の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第五十七条の二 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める措置を講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関（第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を

いう。以下この条において同じ。）が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間

で手続実施基本契約（同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同

じ。）を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 第九十五条の六第二項に規定する農林中央



金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置 

 ２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対

する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係

る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として

主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める

措置 

  二 紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の

利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する

認証紛争解決手続をいう。）により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令

で定める措置 

 ３ 農林中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場

合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公

表しなければならない。 

 ４ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第

五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第九十五条の六第二項に規

定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。）の廃止の認可又は第九十五条

の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取

消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣

が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十五条の八第一項において準用する銀行法第

五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解

決機関の第九十五条の六第一項の規定による指定が第九十五条の八第一項において

準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲

げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講

ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第九十五条の六第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 

  第五十九条の三中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

  第五十九条の七中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三

十七条の七まで」に改め、「同条及び同法第三十四条の二第九項中」を削り、「同条第



五項第二号及び同法」を「同法第三十四条の二第五項第二号及び」に改める。 

  第八十二条第一項中「及び農林中央金庫代理業者」を「、農林中央金庫代理業者及び

第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」に改め、同条第三項中「並

びに第九十五条の四」を「、第九十五条の四」に改め、「第五十二条の五十四第一項」

の下に「並びに第九十五条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第

一項及び第二項」を加える。 

  第九十五条の五中「第四項ただし書及び第五項」の下に「、第三十七条の七」を加え

る。 

  第九章の二の次に次の一章を加える。 

    第九章の三 指定紛争解決機関 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第九十五条の六 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解

決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定

によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しな

い者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係る

ものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない

者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規

定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当す

る外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処

分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員



（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同

じ。）であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定

による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定め

るもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国におい

て受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合におい

て、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日か

ら五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」

という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務

を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の

実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同

じ。）と農林中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条におい

て同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（第九十五条の八

第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について農林中央金庫が異議（合理的

な理由が付されたものに限る。）を述べなかったこと。 

 ２ 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続（農林中央金庫業務（農林

中央金庫が第五十四条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林

中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同

じ。）に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛争解決手続（農林中央金庫業務

に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解

決を図る手続をいう。第四項において同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務

をいう。 

 ３ 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、

農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの

意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した



書類を作成しなければならない。 

 ４ 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七

号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあ

っては、第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各

号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、

あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ５ 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は

名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しな

ければならない。 

  （業務規程） 

 第九十五条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務（前条第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び

第九十九条の二の六において同じ。）の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入農林中央金庫（手続実施基本契約を締

結した相手方である農林中央金庫をいう。次号において同じ。）が負担する負担金

に関する事項 

  五 当事者である加入農林中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する

料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令

で定めるもの 

  （指定紛争解決機関に関する銀行法の準用） 

 第九十五条の八 銀行法第七章の五（第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一

項を除く。）及び第五十六条（第十三号に係る部分に限る。）の規定は、指定紛争解

決機関について準用する。 

 ２ 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大

臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定（銀行法第五

十二条の六十五第二項を除く。）中「加入銀行」とあるのは「加入農林中央金庫」と、

前項に規定する規定（同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。）中「銀行業務

関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定（同条

第二項第一号を除く。）中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連



苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金

庫法第九十五条の六第一項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争

解決等業務（農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。

以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農林中央

金庫法第九十五条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは

「農林中央金庫法第九十五条の六第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「こ

の法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行（手続実施基本

契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入農林中央金庫（農林中央金庫法

第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他

の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第九十五条の六第一項第八号に規定する手

続実施基本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他

の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは

「苦情処理手続（農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をい

う。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同項に規定す

る紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項

第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第一号」と、同項第一号中「銀

行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情（農林中央金庫業務（農林

中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。）

に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とある

のは「農林中央金庫業務関連紛争（農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解を

することができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」と

あるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第二号」と、「銀行」とあるのは「農林中

央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条

の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農林中央金庫法第九十

五条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同

法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「農林中央金庫業務」

と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農

林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」

とあるのは「農林中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二

条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「農林中央金庫

法第九十五条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第五十二

条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十五条の六第一項第五号」と、

同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法

律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるの

は「、農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十

二第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第二号」と、同



項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の

六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは

「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項

の」とあるのは「同法第九十五条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条

第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の

六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  第九十八条の三の次に次の一条を加える。 

 第九十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の規定

による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁

的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者 

  二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九の規定に違反

した者 

  三 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定に

よる報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 

  四 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しく

は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しく

は資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者 

  五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項の規定

による命令に違反した者 

  第九十九条の二を次のように改める。 

 第九十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第五十九条の二（第一号に係る部分に限る。）又は準用銀行法第五十二条の四十

五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があった場合において、顧客以外の

者（農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。）の利益を図り、又は顧客に

損害を与える目的で当該違反行為をした者 

  二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定

に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使

用した者 

  第九十九条の二の四の次に次の二条を加える。 

 第九十九条の二の五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十

一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、



又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。 

 第九十九条の二の六 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十

三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をし

た者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第九十九条の三第一号中「第五十二条の五十二」の下に「若しくは第九十五条の八第

一項において準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは

第五十二条の八十三第二項」を加え、同条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二

号を加える。 

  四 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項の規定

による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  五 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しく

は第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第九十九条の四第一項第二号及び第三号を次のように改める。 

  二 第九十八条の四（第二号を除く。）又は第九十九条の二第一号 二億円以下の罰

金刑 

  三 第九十九条（第六号を除く。） 二億円以下の罰金刑（清算中の農林中央金庫に

あっては、三百万円以下の罰金刑） 

  第九十九条の四第一項第五号中「第九十九条第六号又は前二条」を「第九十八条の四

第二号、第九十九条第六号、第九十九条の二第二号又は第九十九条の二の四から前条ま

で」に改める。 

  第百条の二中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一

号を加える。 

  一 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定に違反

した者 

  第百二条を次のように改める。 

 第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第五条の規定に違反した者 

  二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七の規定に違反

してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使

用した者 

 （信託業法の一部改正） 

第十四条 信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第六章 雑則（第八十六条－第九十条）」を 

「 第五章の二 指定紛争解決機関  

  第一節 総則（第八十五条の二－第八十五条の四）  

  第二節 業務（第八十五条の五－第八十五条の十七）  

  第三節 監督（第八十五条の十八－第八十五条の二十四）  



 第六章 雑則（第八十六条－第九十条） 」 

 に、「第百条」を「第百一条」に改める。 

  第二条に次の六項を加える。 

 10 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第八十五条の二第一項の規定による

指定を受けた者をいう。 

 11 この法律において「手続対象信託業務」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 信託会社及び外国信託会社が営む信託業並びにこれらの者が第二十一条第一項

（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により営む業務並びに

当該信託会社及び外国信託会社のために信託契約代理店が営む信託契約代理業 

  二 第五十二条第一項の登録を受けた者が営む信託業及び当該登録を受けた者が第二

十一条第一項の規定により営む業務 

  三 第五十条の二第一項の登録を受けた者が行う信託法（平成十八年法律第百八号）

第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務及び当該登録を受けた者が

営む信託受益権売買等業務（金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託

受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。） 

 12 この法律において「苦情処理手続」とは、手続対象信託業務関連苦情（手続対象信

託業務に関する苦情をいう。第八十五条の七、第八十五条の八及び第八十五条の十二

において同じ。）を処理する手続をいう。 

 13 この法律において「紛争解決手続」とは、手続対象信託業務関連紛争（手続対象信

託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第八十五条の七、

第八十五条の八及び第八十五条の十三から第八十五条の十五までにおいて同じ。）に

ついて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 

 14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。 

 15 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛

争解決機関と信託会社等（信託会社、外国信託会社、第五十条の二第一項の登録を受

けた者及び第五十二条第一項の登録を受けた者をいう。第五章の二において同じ。）

との間で締結される契約をいう。 

  第四条第三項第六号中「（金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託受益

権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。）」を削る。 

  第五条第二項第五号中「（当該免許、登録若しくは」を「（当該免許、登録又は」に

改め、同項第六号中「（平成十八年法律第百八号）」を削り、同項第八号ハ中「禁錮」

を「禁錮
こ

」に改める。 

  第二十三条の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第二十三条の二 信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める



措置を講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本

契約を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業務に関する苦情処理措置

（顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若し

くは指導を第八十五条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準

ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。）及び紛争解決措置（顧客との紛争

の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成

十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）に

より図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。） 

 ２ 信託会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、

当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなけ

ればならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第八十五条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第八十五条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可され

たとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第八十五条の二第一項の規定による指

定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合

を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるため

に必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第八十五条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第二十四条の二中「（保証金の受領に係る書面の交付）」の下に「、第三十七条の七

（指定紛争解決機関との契約締結義務等）」を加える。 

  第五十条の二第十二項中「、第二十三条」を「から第二十三条の二まで」に改める。 

  第五章の次に次の一章を加える。 

    第五章の二 指定紛争解決機関 

     第一節 総則 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第八十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛



争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第八十五条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 第八十五条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され

た場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者

を含む。ニにおいて同じ。）であった者でその取消しの日から五年を経過しない

者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係る

ものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定

により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取

り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった

者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 



  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施す

るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付され

たものに限る。）を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合が政令

で定める割合以下の割合となったこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信

託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見

（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類

を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあっては、第八十五条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限

る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならな

い。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなけ

ればならない。 

  （指定の申請） 

 第八十五条の三 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 商号又は名称 

  二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及

び所在地 

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎

を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定める書類 



  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定める書類 

  七 その他内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第八十五条の四 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第八十五条の十三第二項の規定に

より選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第八十五条の七第二項

及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しては

ならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。 

     第二節 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 

 第八十五条の五 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、

紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入信託会社等（手

続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等をいう。以下この章において同

じ。）若しくはその顧客（以下この章において単に「当事者」という。）又は当事者

以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務

を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第八十五条の六 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定によ

る指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを

受けた者（第八十五条の十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」とい

う。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならな

い。 

  （業務規程） 

 第八十五条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入信託会社等が負担する負担金に関する



事項 

  五 当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該

料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の

解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛

争解決手続を開始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入信託会

社等の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入信託

会社等にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入信託会社等は、そ

の求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。 

  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入信託会社等に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、

当該加入信託会社等は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んでは

ならないこと。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、手続対象信託業務関連紛争の解決に必

要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 

  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、手続

対象信託業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当

事者に提示することができること。 

  六 加入信託会社等は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始さ

れた場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該

訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入信託会社等は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起された場

合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決

機関に報告しなければならないこと。 

  八 前二号に規定する場合のほか、加入信託会社等は、紛争解決手続の目的となった

請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、



当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入信託会社等は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場

合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争

解決機関に報告しなければならないこと。 

  十 加入信託会社等は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実

施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならない

こと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、手続対象信託業務関連苦情の処理又は手続対象信

託業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、信託会

社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該信託会社等が手続

実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行すること

が確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とする

ものでなければならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業務関連紛争の当事

者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがあ

る事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めている

こと。 

  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を手続対象信託業務関連紛争の当事者とする手続対象信託業務

関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあ

っては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解

決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられているこ

と。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争

解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、紛争解

決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護



士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入信託会社等の顧客が指定紛争解決機関に対し手続対象信託業務関連苦情の解

決の申立てをする場合又は手続対象信託業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関

に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入信託会社等から紛争解決手続の申立てを受けた場合にお

いて、手続対象信託業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入信託会社等の顧客

に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手

続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入信託会社等の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを

受けた場合において、手続対象信託業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入信

託会社等に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる手続対象信託業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密

について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定

めていること。第八十五条の十三第九項に規定する手続実施記録に記載されている

これらの秘密についても、同様とする。 

  十二 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及

び方式を定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間

に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終

了し、その旨を手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知することを定めているこ

と。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加

入信託会社等が受諾しなければならないものをいう。 



  一 当事者である加入信託会社等の顧客（以下この項において単に「顧客」とい

う。）が当該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会

社等が知った日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、

同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟

が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会社

等が知った日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会社等が知った日から一月を経過す

る日までに、当該紛争解決手続が行われている手続対象信託業務関連紛争について、

当事者間において仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する

仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら

ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第八十五条の八 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入信託会社等が負担

する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不

履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号

又は名称及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければ

ならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、手続対象信託業務関連苦情及び手続対象信託業務関連紛争を

未然に防止し、並びに手続対象信託業務関連苦情の処理及び手続対象信託業務関連紛

争の解決を促進するため、加入信託会社等その他の者に対し、情報の提供、相談その

他の援助を行うよう努めなければならない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第八十五条の九 指定紛争解決機関は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。）を紛争解

決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。 

  （差別的取扱いの禁止） 

 第八十五条の十 指定紛争解決機関は、特定の加入信託会社等に対し不当な差別的取扱

いをしてはならない。 



  （記録の保存） 

 第八十五条の十一 指定紛争解決機関は、第八十五条の十三第九項の規定によるものの

ほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これ

を保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第八十五条の十二 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務

関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な

助言をし、当該手続対象信託業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入

信託会社等に対し、当該手続対象信託業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理

を求めなければならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第八十五条の十三 加入信託会社等に係る手続対象信託業務関連紛争の解決を図るため、

当事者は、当該加入信託会社等が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対

し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当

する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係る

ものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当する者で

なければならない。 

  一 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  二 手続対象信託業務に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ

る加入信託会社等の顧客が当該手続対象信託業務関連紛争を適切に解決するに足りる

能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに

適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをした



と認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを

受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認める

ときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するも

のとする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第八十五条の七第六項に規定する特

別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入信託会社等

の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記

載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければな

らない。 

  一 当該顧客が支払う料金に関する事項 

  二 第八十五条の七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまで

の標準的な手続の進行 

  三 その他内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 手続対象信託業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 

  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために

必要な事項であって内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第八十五条の十四 紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和

解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した

場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当

事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求

について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における



請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定によ

り認可され、又は第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一

項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施さ

れていた手続対象信託業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立て

をした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者が第八十五条の二十三第三項若しくは

第八十五条の二十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消し

を知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求に

ついて訴えを提起したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第八十五条の十五 手続対象信託業務関連紛争について当該手続対象信託業務関連紛争

の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、

かつ、当該手続対象信託業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁

判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

  一 当該手続対象信託業務関連紛争について、当該手続対象信託業務関連紛争の当事

者間において紛争解決手続が実施されていること。 

  二 前号の場合のほか、当該手続対象信託業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続に

よって当該手続対象信託業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入信託会社等の名簿の縦覧） 

 第八十五条の十六 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しな

ければならない。 

  （名称の使用制限） 

 第八十五条の十七 指定紛争解決機関でない者（金融商品取引法第百五十六条の三十九

第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを

除く。）は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれ

のある文字を用いてはならない。 

     第三節 監督 

  （変更の届出） 

 第八十五条の十八 指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変

更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなけ

ればならない。 



  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第八十五条の十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣

府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  一 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終

了したとき。 

  二 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第八十五条の二十 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解

決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告徴収及び立入検査） 

 第八十五条の二十一 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必

要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資

料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他

の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しく

は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入信託会社等若しくは

当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業

務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの

者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務

の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

 ３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。 

 ４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

  （業務改善命令） 

 第八十五条の二十二 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関

し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、

当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な

措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務



に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなった場合又は第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要

件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第八十五条の五、第八十五条の六、第八十五条の九又は第八十五条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第八十五条の二十三 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた

者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入信託会社等及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした

旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業

務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 

  （指定の取消し等） 

 第八十五条の二十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当

するときは、第八十五条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期

間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 第八十五条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととな

ったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかっ

たことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第八十五条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議



しなければならない。 

  一 第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務

に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなった場合又は第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた時点に

おいて同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明し

た場合 

  二 第八十五条の五、第八十五条の六、第八十五条の九又は第八十五条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

 ３ 第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、

又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日

から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施さ

れていた当事者、当該当事者以外の加入信託会社等及び他の指定紛争解決機関に当該

処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定を取

り消したときは、その旨を公告しなければならない。 

  第八十九条中「及び承認」を「、承認及び指定」に改める。 

  第九十三条に次の五号を加える。 

  三十一 第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定により

これに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提

出した者 

  三十二 第八十五条の九の規定に違反した者 

  三十三 第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載を

した報告書を提出した者 

  三十四 第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の

提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定によ

る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれら

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  三十五 第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第九十四条に次の一号を加える。 

  八 第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏ら

し、又は自己の利益のために使用した者 

  第九十六条の次に次の二条を加える。 

 第九十六条の二 第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録

の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処



する。 

 第九十六条の三 第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部

若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第九十七条に次の六号を加える。 

  十三 第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  十四 第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  十五 第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  十六 第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  十七 第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  十八 第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第九十八条第一項第二号中「及び第二十三号」を「、第二十三号及び第三十二号」に

改め、同項第四号中「若しくは第二十三号、第九十四条（第五号及び第七号を除く。）

又は前二条」を「、第二十三号若しくは第三十二号、第九十四条（第五号及び第七号を

除く。）又は第九十六条から前条まで」に改める。 

  第百条に次の一号を加える。 

  九 第八十五条の十六の規定に違反した者 

  第百条の次に次の一条を加える。 

 第百一条 第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

 （株式会社商工組合中央金庫法の一部改正） 

第十五条 株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第二十一条第四項第十八号中「、主務省令」を「主務省令」に、「、第五号及び第十

六号に掲げる業務に該当するもの以外のもの」を「商工組合中央金庫の経営の健全性を

損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの（第五号及び第十六

号に掲げる業務に該当するものを除く。）」に改める。 

  第二十九条中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

  第五十六条第五項ただし書中「及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項」を「、

第四項（同法第三十四条の三第十二項（同法第三十四条の四第六項において準用する場

合を含む。）、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二

項において準用する場合を含む。）、第十一項及び第十二項（同法第三十四条の三第三

項（同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。）において準用する場合

を含む。）、第三十四条の三第二項（同法第三十四条の四第六項において読み替えて準

用する場合を含む。）、第七項（同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用す

る場合を含む。）及び第十一項（同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用す

る場合を含む。）」に改める。 

 （資金決済に関する法律の一部改正） 



第十六条 資金決済に関する法律（平成二十一年法律第▼▼▼号）の一部を次のように改

正する。 

  目次中「第五十一条」を「第五十一条の二」に、 

「 第六章 雑則（第九十九条－第百三条）  

 第七章 罰則（第百四条－第百十五条） 」 

 を 

「 第六章 指定紛争解決機関（第九十九条－第百一条）  

 第七章 雑則（第百二条－第百六条）  

 第八章 罰則（第百七条－第百十八条） 」 

 に改める。 

  第二条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七

項の次に次の一項を加える。 

 ８ この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定

を受けた者をいう。 

  第十条第一項第七号中「第七章」を「第八章」に改める。 

  第三章第二節中第五十一条の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第五十一条の二 資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める措置を講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で資金移動業に

係る手続実施基本契約（第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をい

う。次項において同じ。）を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争

解決措置 

 ２ 資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表

しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行

法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第九十九条第一項に規

定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。）の廃止の認可又は第百条第一

項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必

要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行



法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛

争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り

消されたとき（前号に掲げる場合を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項

第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号

に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

 ４ 第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する

使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者

との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識

経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとし

て内閣府令で定める措置をいう。 

 ５ 第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続

（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第

二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図ること又はこれに準ずる

ものとして内閣府令で定める措置をいう。 

  第九十一条に次の一項を加える。 

 ５ 第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を

受けている場合において、第一項の申出が資金移動業に関する苦情に係るものである

ときは、適用しない。 

  第百十五条を第百十八条とし、第百十四条を第百十七条とし、第百十三条を第百十六

条とする。 

  第百十二条第一項第一号中「第百五条」を「第百八条」に改め、同項第二号中「第百

六条」を「第百九条」に改め、同項第三号中「第百七条又は第百九条」を「第百十条又

は第百十二条」に改め、同項第四号中「第百四条、第百五条第三号、第百六条第七号、

第百九条第一号、第二号、第九号若しくは第十号、第百十条」を「第百七条、第百八条

第三号、第百九条第七号、第百十二条第一号、第二号、第九号若しくは第十号、第百十

三条」に改め、同条を第百十五条とする。 

  第百十一条に次の一号を加える。 

  十 第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第百十一条を第百十四条とし、第百四条から第百十条までを三条ずつ繰り下げる。 

  第七章を第八章とする。 

  第六章中第百三条を第百六条とし、第九十九条から第百二条までを三条ずつ繰り下げ

る。 

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。 

    第六章 指定紛争解決機関 



  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第九十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解

決等業務（苦情処理手続（資金移動業に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛

争解決手続（資金移動業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについ

て訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。次条第三項を除き、以下この章におい

て同じ。）の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この項において同じ。）を

行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を

経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業

務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経

過しない者でないこと。 

  三 この法律、銀行法等若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれ

らに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令に

よる刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する

者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者 

   ニ 次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に

相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する

行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の

役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同

じ。）であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定

による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定め

るもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国におい

て受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合におい

て、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日か

ら五年を経過しない者 

   ホ この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定



に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年

を経過しない者 

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この章において「業務規程」とい

う。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公

正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実

施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。）の解除に関する事項その

他の手続実施基本契約の内容（第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法

第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容

（第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規

定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条

第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項

第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的

な理由が付されたものに限る。）を述べた資金移動業者の数の資金移動業者の総数

に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資

金移動業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意

見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書

類を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七

第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることに

ついて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところ

により、その旨を公告しなければならない。 

  （指定の取消し等） 

 第百条 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、

前条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の

全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

  一 前条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、

又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判



明したとき。 

  二 不正の手段により前条第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議

しなければならない。 

  一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分

に限り、同号に掲げる要件にあっては、次条第一項において読み替えて準用する銀

行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。

以下この号において同じ。）に該当しないこととなった場合又は前条第一項の規定

による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当し

ていなかったことが判明した場合 

  二 次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十五、第五十二条

の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合（そ

の違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。） 

 ３ 第一項の規定により前条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその

業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週

間以内に、当該処分又は命令の日に次条第一項において読み替えて準用する銀行法第

五十二条の八十三第三項に規定する苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた

当事者、当該当事者以外の手続実施基本契約を締結した相手方である資金移動業者及

び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による指定を取り消したと

き、又はその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その旨を公告しなければならない。 

  （指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用） 

 第百一条 銀行法第二条第十九項から第二十二項まで及び第五十二条の六十三から第五

十二条の八十三までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法

規定」という。）は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項

に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

銀行業務関連苦情 資金移動業関連苦情 

銀行業務関連紛争 資金移動業関連紛争 

加入銀行 加入資金移動業者 

顧客 利用者 

 ２ 銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲

げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読

み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 



第五十二条の六十三第

一項 

前条第一項 資金決済に関する法律第九

十九条第一項 

第五十二条の六十三第

二項第一号 

前条第一項第三号 資金決済に関する法律第九

十九条第一項第三号 

第五十二条の六十三第

二項第六号 

前条第二項 資金決済に関する法律第九

十九条第二項 

第五十二条の七十三第

三項第二号 

銀行業務 為替取引に係る業務 

第五十二条の七十四第

二項 

第五十二条の六十二第一項

の規定による指定が第五十

二条の八十四第一項 

資金決済に関する法律第九

十九条第一項の規定による

指定が同法第百条第一項 

 第五十二条の八十四第三項 同法第百条第三項 

第五十二条の八十二第

二項第一号 

第五十二条の六十二第一項

第五号 

資金決済に関する法律第九

十九条第一項第五号 

 （証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によ

る廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正） 

第十七条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成十八年法律第六十六号）第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律（昭和

六十二年法律第百十四号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第十九条」を「第十九条の二」に、「第七章 雑則（第四十四条－第四十七

条）」を 

「 第六章の二 指定紛争解決機関  

  第一節 通則（第四十三条の二－第四十三条の四）  

  第二節 業務（第四十三条の五－第四十三条の十七）  

  第三節 監督（第四十三条の十八－第四十三条の二十四）  

 第七章 雑則（第四十四条－第四十七条） 」 

 に改める。 

  第二条に次の六項を加える。 

 ３ この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十三条の二第一項の規定による

指定を受けた者をいう。 

 ４ この法律において「抵当証券業務」とは、抵当証券業者が営む抵当証券業の業務を

いう。 

 ５ この法律において「苦情処理手続」とは、抵当証券業務関連苦情（抵当証券業務に

関する苦情をいう。第四十三条の七、第四十三条の八及び第四十三条の十二において

同じ。）を処理する手続をいう。 

 ６ この法律において「紛争解決手続」とは、抵当証券業務関連紛争（抵当証券業務に

関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十三条の七、第四十

三条の八及び第四十三条の十三から第四十三条の十五までにおいて同じ。）について

訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 



 ７ この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。 

 ８ この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛

争解決機関と抵当証券業者との間で締結される契約をいう。 

  第三章中第十九条の次に次の一条を加える。 

  （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

 第十九条の二 抵当証券業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る措置を講じなければならない。 

  一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本

契約を締結する措置 

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 抵当証券業務に関する苦情処理措置（顧客

からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指

導を第四十三条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるも

のとして内閣府令で定める措置をいう。）及び紛争解決措置（顧客との紛争の解決

を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年

法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図

ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。） 

 ２ 抵当証券業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合

には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表

しなければならない。 

 ３ 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間にお

いては、適用しない。 

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第四十三条の二十三第一項の規定による紛争解決

等業務の廃止の認可又は第四十三条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時

に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解

決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十三条の二十三第一項の規定により認可され

たとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十三条の二第一項の規定による指

定が第四十三条の二十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合

を除く。） その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるため

に必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場

合に該当することとなつたとき 第四十三条の二第一項の規定による指定の時に、

同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

  第三十八条第二項中「次章」を「第七章」に改める。 



  第六章の次に次の一章を加える。 

    第六章の二 指定紛争解決機関 

     第一節 通則 

  （紛争解決等業務を行う者の指定） 

 第四十三条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛

争解決等業務を行う者として、指定することができる。 

  一 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外

国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて

同じ。）であること。 

  二 第四十三条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛

争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 

  三 この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当す

る外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なつた日から五年を経過しない者でないこと。 

  四 役員（業務を執行する社員（業務を執行する社員が法人であるときは、その職務

を行うべき者を含む。）、取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるとき

は、その職務を行うべき社員を含む。）、監査役、代表者若しくは管理人又はこれ

らに準ずる者をいう。以下この章において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当

する者がないこと。 

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

   ハ 禁錮
こ

以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない者 

   ニ 第四十三条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され

た場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの

日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者

を含む。ニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない

者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係る

ものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定

により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取



り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた

者でその取消しの日から五年を経過しない者 

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者 

  五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）が法令に適合

し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施す

るために十分であると認められること。 

  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項そ

の他の手続実施基本契約の内容（第四十三条の七第二項各号に掲げる事項を除

く。）その他の業務規程の内容（同条第三項の規定によりその内容とするものでな

ければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる

基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付され

たものに限る。）を述べた抵当証券業者の数の抵当証券業者の総数に占める割合が

政令で定める割合以下の割合となつたこと。 

 ２ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、抵

当証券業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意

見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書

類を作成しなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から

第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件

にあつては、第四十三条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限

る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならな

い。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号

又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示

しなければならない。 

  （指定の申請） 

 第四十三条の三 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  一 商号又は名称 

  二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及



び所在地 

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称 

 ２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 

  二 定款及び法人の登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

  三 業務規程 

  四 組織に関する事項を記載した書類 

  五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎

を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの 

  六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当すること

を証する書類として内閣府令で定めるもの 

  七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

 ３ 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されてい

るときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。 

  （秘密保持義務等） 

 第四十三条の四 指定紛争解決機関の紛争解決委員（第四十三条の十三第二項の規定に

より選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第四十三条の七第二項

及び第四項において同じ。）若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、

紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しては

ならない。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事す

る者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。 

     第二節 業務 

  （指定紛争解決機関の業務） 

 第四十三条の五 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、

紛争解決等業務を行うものとする。 

 ２ 指定紛争解決機関（紛争解決委員を含む。）は、当事者である加入抵当証券業者

（手続実施基本契約を締結した相手方である抵当証券業者をいう。以下この章におい

て同じ。）若しくはその顧客（以下この章において単に「当事者」という。）又は当

事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等

業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。 

  （苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託） 

 第四十三条の六 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定によ

る指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを

受けた者（第四十三条の十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」とい



う。）以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならな

い。 

  （業務規程） 

 第四十三条の七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなけれ

ばならない。 

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項 

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項 

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項 

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入抵当証券業者が負担する負担金に関す

る事項 

  五 当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該

料金に関する事項 

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機

関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令

で定めるもの 

 ２ 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければな

らない。 

  一 指定紛争解決機関は、加入抵当証券業者の顧客からの抵当証券業務関連苦情の解

決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争

解決手続を開始すること。 

  二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入抵当証

券業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入抵

当証券業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入抵当証券業者

は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。 

  三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、

加入抵当証券業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることがで

き、当該加入抵当証券業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒

んではならないこと。 

  四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、抵当証券業務関連紛争の解決に必要な

和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。 

  五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては

当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、

当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、抵当

証券業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者



に提示することができること。 

  六 加入抵当証券業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始

された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当

該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  七 加入抵当証券業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された

場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解

決機関に報告しなければならないこと。 

  八 前二号に規定する場合のほか、加入抵当証券業者は、紛争解決手続の目的となつ

た請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合に

は、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。 

  九 加入抵当証券業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた

場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛

争解決機関に報告しなければならないこと。 

  十 加入抵当証券業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の

実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならな

いこと。 

  十一 前各号に掲げるもののほか、抵当証券業務関連苦情の処理又は抵当証券業務関

連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項 

 ３ 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、抵当証

券業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該抵当証券業者が

手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行する

ことが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容と

するものでなければならない。 

 ４ 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

  一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が抵当証券業務関連紛争の当事者と

利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事

由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。 

  三 指定紛争解決機関の実質的支配者等（指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争

解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支

配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める

者をいう。）又は指定紛争解決機関の子会社等（指定紛争解決機関が株式の所有そ

の他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で

定める者をいう。）を抵当証券業務関連紛争の当事者とする抵当証券業務関連紛争



について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、

当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に

対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。 

  四 紛争解決委員が弁護士でない場合（司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七

号）第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争

解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。）において、紛争解

決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護

士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。 

  五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。 

  六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めてい

ること。 

  七 加入抵当証券業者の顧客が指定紛争解決機関に対し抵当証券業務関連苦情の解決

の申立てをする場合又は抵当証券業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し

紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。 

  八 指定紛争解決機関が加入抵当証券業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合に

おいて、抵当証券業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入抵当証券業者の顧客

に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手

続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。 

  九 指定紛争解決機関が加入抵当証券業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立て

を受けた場合において、抵当証券業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入抵当

証券業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。 

  十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取

扱いの方法を定めていること。 

  十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿

書類その他の物件に含まれる抵当証券業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密につ

いて、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めて

いること。第四十三条の十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれ

らの秘密についても、同様とする。 

  十二 抵当証券業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方

式を定めていること。 

  十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては抵当証券業務関連紛争の当事者間に和

解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、

その旨を抵当証券業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。 

  十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争

解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。 

 ５ 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合



するものでなければならない。 

  一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法

及び支払方法（次号において「負担金額等」という。）を定めていること。 

  二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。 

 ６ 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加

入抵当証券業者が受諾しなければならないものをいう。 

  一 当事者である加入抵当証券業者の顧客（以下この項において単に「顧客」とい

う。）が当該和解案を受諾しないとき。 

  二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入抵当証

券業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、か

つ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟

が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入抵当証券

業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。 

  四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入抵当証券業者が知つた日から一月を経過

する日までに、当該紛争解決手続が行われている抵当証券業務関連紛争について、

当事者間において仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する

仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。 

 ７ 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 ８ 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業

務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準（紛争解決手続の業務に係る部分に

限る。）に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければなら

ない。 

  （手続実施基本契約の不履行の事実の公表等） 

 第四十三条の八 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入抵当証券業者が負

担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入抵当証券業者の意見を聴き、当

該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入抵当証券業者

の商号又は名称及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しな

ければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関は、抵当証券業務関連苦情及び抵当証券業務関連紛争を未然に防

止し、並びに抵当証券業務関連苦情の処理及び抵当証券業務関連紛争の解決を促進す

るため、加入抵当証券業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行う

よう努めなければならない。 

  （暴力団員等の使用の禁止） 

 第四十三条の九 指定紛争解決機関は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止



等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下

この条において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過

しない者をいう。）を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者とし

て使用してはならない。 

  （差別的取扱いの禁止） 

 第四十三条の十 指定紛争解決機関は、特定の加入抵当証券業者に対し不当な差別的取

扱いをしてはならない。 

  （記録の保存） 

 第四十三条の十一 指定紛争解決機関は、第四十三条の十三第九項の規定によるものの

ほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これ

を保存しなければならない。 

  （指定紛争解決機関による苦情処理手続） 

 第四十三条の十二 指定紛争解決機関は、加入抵当証券業者の顧客から抵当証券業務関

連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助

言をし、当該抵当証券業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入抵当証

券業者に対し、当該抵当証券業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めな

ければならない。 

  （指定紛争解決機関による紛争解決手続） 

 第四十三条の十三 加入抵当証券業者に係る抵当証券業務関連紛争の解決を図るため、

当事者は、当該加入抵当証券業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に

対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 

 ２ 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するもの

とする。 

 ３ 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当

する者（第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。）のうちから選

任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち尐なくとも一人は、第

一号又は第三号（当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係る

ものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号）のいずれかに該当する者で

なければならない。 

  一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者 

  二 抵当証券業務に従事した期間が通算して十年以上である者 

  三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生

活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者 

  四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場

合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代

理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者 



  五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 ４ 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員

（以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。）による紛争解

決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者であ

る加入抵当証券業者の顧客が当該抵当証券業務関連紛争を適切に解決するに足りる能

力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適

当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと

認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受

託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めると

きは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するもの

とする。 

 ５ 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたと

き、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、

第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。 

 ６ 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出

を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案

を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停（第四十三条の七第六項に規定する特

別調停案を提示することをいう。）をすることができる。 

 ７ 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相

当と認める者の傍聴を許すことができる。 

 ８ 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入抵当証券業

者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを

記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければ

ならない。 

  一 当該顧客が支払う料金に関する事項 

  二 第四十三条の七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまで

の標準的な手続の進行 

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

 ９ 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続

に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 

  一 抵当証券業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 

  二 抵当証券業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称 

  三 紛争解決委員の氏名 

  四 紛争解決手続の実施の経緯 

  五 紛争解決手続の結果（紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために



必要な事項であつて内閣府令で定めるもの 

  （時効の中断） 

 第四十三条の十四 紛争解決手続によつては抵当証券業務関連紛争の当事者間に和解が

成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合

において、当該紛争解決手続の申立てをした当該抵当証券業務関連紛争の当事者がそ

の旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について

訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時

に、訴えの提起があつたものとみなす。 

 ２ 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十三条の二十三第一項の規定によ

り認可され、又は第四十三条の二第一項の規定による指定が第四十三条の二十四第一

項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施さ

れていた抵当証券業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをし

た当該抵当証券業務関連紛争の当事者が第四十三条の二十三第三項若しくは第四十三

条の二十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた

日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴

えを提起したときも、前項と同様とする。 

  （訴訟手続の中止） 

 第四十三条の十五 抵当証券業務関連紛争について当該抵当証券業務関連紛争の当事者

間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、

当該抵当証券業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四

月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

  一 当該抵当証券業務関連紛争について、当該抵当証券業務関連紛争の当事者間にお

いて紛争解決手続が実施されていること。 

  二 前号の場合のほか、当該抵当証券業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつ

て当該抵当証券業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。 

 ２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

 ３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定

に対しては、不服を申し立てることができない。 

  （加入抵当証券業者の名簿の縦覧） 

 第四十三条の十六 指定紛争解決機関は、加入抵当証券業者の名簿を公衆の縦覧に供し

なければならない。 

  （名称の使用制限） 

 第四十三条の十七 指定紛争解決機関でない者（金融商品取引法（昭和二十三年法律第

二十五号）第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類

する者として政令で定めるものを除く。）は、その名称又は商号中に、指定紛争解決

機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 



     第三節 監督 

  （変更の届出） 

 第四十三条の十八 指定紛争解決機関は、第四十三条の三第一項各号に掲げる事項に変

更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 ２ 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主た

る営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示

しなければならない。 

  （手続実施基本契約の締結等の届出） 

 第四十三条の十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣

府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

  一 抵当証券業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を

終了したとき。 

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 

  （業務に関する報告書の提出） 

 第四十三条の二十 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解

決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 

  （報告徴収及び立入検査） 

 第四十三条の二十一 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必

要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資

料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他

の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認

めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入抵当証券業者若しく

は当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の

業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これら

の者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業

務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

 ３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

 ４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

  （業務改善命令） 

 第四十三条の二十二 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関



し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、

その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に

必要な措置を命ずることができる。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

  一 第四十三条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務

に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十三条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなつた場合又は第四十三条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要

件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合 

  二 第四十三条の五、第四十三条の六、第四十三条の九又は第四十三条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

  （紛争解決等業務の休廃止） 

 第四十三条の二十三 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止

（次項に規定する理由によるものを除く。）をし、又は廃止をしようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

 ２ 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部

又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け

出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部

又は一部を再開するときも、同様とする。 

 ３ 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛

争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦

情処理手続又は紛争解決手続（他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定

であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた

者（以下この項において「委託紛争解決機関」という。）から業務の委託を受けてい

る場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争

の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。）が実施されていた当事者、当

該当事者以外の加入抵当証券業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をし

た旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等

業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 

  （指定の取消し等） 

 第四十三条の二十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当

するときは、第四十三条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期

間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 



  一 第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととな

つたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつ

たことが判明したとき。 

  二 不正の手段により第四十三条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 

 ２ 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議

しなければならない。 

  一 第四十三条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続の業務

に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十三条の七第四項各号及び

第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。）に該当し

ないこととなつた場合又は第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた時点に

おいて同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明し

た場合 

  二 第四十三条の五、第四十三条の六、第四十三条の九又は第四十三条の十三の規定

に違反した場合（その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限

る。） 

 ３ 第一項の規定により第四十三条の二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、

又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日

から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施さ

れていた当事者、当該当事者以外の加入抵当証券業者及び他の指定紛争解決機関に当

該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。 

 ４ 内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十三条の二第一項の規定による指定を取

り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

  第四十八条の次に次の一条を加える。 

 第四十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第四十三条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれ

に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出し

た者 

  二 第四十三条の九の規定に違反した者 

  三 第四十三条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした

報告書を提出した者 

  四 第四十三条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当

該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規



定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

  五 第四十三条の二十二第一項の規定による命令に違反した者 

  第四十九条を次のように改める。 

 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

  一 第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者 

  二 第四十三条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏ら

し、又は自己の利益のために使用した者 

  第五十一条の次に次の二条を加える。 

 第五十一条の二 第四十三条の十一若しくは第四十三条の十三第九項の規定による記録

の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処

する。 

 第五十一条の三 第四十三条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部

若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第五十二条に次の三号を加える。 

  十一 第四十三条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  十二 第四十三条の十八第一項、第四十三条の十九若しくは第四十三条の二十三第二

項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

  十三 第四十三条の二十三第三項若しくは第四十三条の二十四第三項の規定による通

知をせず、又は虚偽の通知をした者 

  第五十三条中「法人の代表者」を「法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者」に改め、「第四十

八条」の下に「、第四十八条の二」を加え、「前二条」を「第五十一条から前条まで」

に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がそ

の訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑

事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

  第五十三条の次に次の一条を加える。 

 第五十三条の二 第四十三条の十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 

  第五十五条を次のように改める。 

 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

  一 第三十九条第一項の規定に違反して、その名称中に抵当証券業協会という文字を

用いた者 

  二 第四十三条の十七の規定に違反して、その名称又は商号中に指定紛争解決機関と

誤認されるおそれのある文字を用いた者 

   附 則 



 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第一条中金融商品取引法第二条の改正規定（同条に六項を加える部分（同条第三十

八項及び第三十九項に係る部分に限る。）に限る。）、同法第百二条の三、第百二条

の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加え

る改正規定、同法第百六条の七第四項及び第百六条の八の改正規定、同法第百六条の

九の改正規定（「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える部

分に限る。）、同法第百六条の十第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の

改正規定、同法第百六条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の二十に一

項を加える改正規定、同法第百六条の二十一第四項の改正規定、同法第百六条の二十

二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百七条第一項に一

号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百八条の改正規定（「第百六条

の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える部分に限る。）、同法第

百九条の改正規定、同法第百二十三条の改正規定（見出しに係る部分及び同条に一項

を加える部分に限る。）、同法第百二十四条第一項の改正規定（同項に二号を加える

部分に限る。）、同条第三項の改正規定（同項第二号に係る部分に限る。）、同法第

百九十条第一項の改正規定（「第百六条の六」を「第百六条の六第一項（同条第二項

において準用する場合を含む。）」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の

二十七」を「第百六条の二十第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、

第百六条の二十七（第百九条において準用する場合を含む。）」に改める部分に限

る。）、同法第百九十四条の四の改正規定（同条第二項第五号に係る部分に限る。）、

同法第百九十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百九十四条の七第三項の

改正規定（「第百六条の六」を「第百六条の六第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百

六条の二十第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第百六条の二十七

（第百九条において準用する場合を含む。）」に改める部分に限る。）、同法第百九

十八条の六の改正規定（同条第十号に係る部分（「第百六条の六」を「第百六条の六

第一項」に改める部分及び「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改める

部分に限る。）及び同条第十一号に係る部分（「第百六条の六」を「第百六条の六第

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）」に改める部分及び「第百六条の

二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）、第百六条の二十七（第百九条において準用する場合を含む。）」に

改める部分に限る。）に限る。）、同法第百九十九条の改正規定（「第七十九条の

四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第

二項において準用する同条第一項」を加える部分、「第百六条の二十七」の下に



「（第百九条において準用する場合を含む。）」を加える部分、「自主規制法人、金

融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分

及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取

引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に

限る。）、同法第二百一条の改正規定（「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商

品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。）並びに同法第二百

六条の改正規定（「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定

する親商品取引所等」を加える部分及び同法第二百六条第六号に係る部分に限る。） 

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第▼▼▼号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律

の施行の日（以下「施行日」という。）のいずれか遅い日 

 二 第一条中金融商品取引法第二条の改正規定（同条第二十九項に係る部分に限る。）、

同法第百四十九条第二項の改正規定（「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十

九第一項」に改める部分に限る。）、同法第百五十六条の六、第百五十六条の十一の

二第一項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の十九、第百五十六条の二十及

び第百九十四条の三第十三号の改正規定、同法第百九十四条の四の改正規定（同条第

一項第三十五号及び第三十六号に係る部分に限る。）、同法第二百一条の改正規定

（「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に

改める部分及び同条第二号に係る部分（「又は第八十五条第二項」を「、第八十五条

第二項又は第百五十六条の六第四項（第百五十六条の十九第四項において準用する場

合を含む。）」に改める部分に限る。）に限る。）並びに同法第二百六条の改正規定

（同条第八号に係る部分に限る。） 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に

関する法律の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日 

 三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十

八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第

一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に

一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の

三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定（「第十三

条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。）、同法第九条の改正規定及び同法第

二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等

に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十

一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十

一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、

同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、

第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法

第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条



の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条

の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、

第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企

業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改

正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八

十九条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務

等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正

規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面

による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書

面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分

に限る。）、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「第三十七条の五

（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三

十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解

除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第九条中労

働金庫法第九十四条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との

契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第九十四

条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十

二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二

条の二の五の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三

十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証

金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務

等）」に改める部分に限る。）及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一

条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一

項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定（「第百五条」を「第百五

条の三」に改める部分に限る。）、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第

三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第

二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の

次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同

法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加え

る改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定（「第

三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改

める部分に限る。）及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十

三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二

項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十

七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規



定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定（「第十九条」を

「第十九条の二」に改める部分に限る。）及び同法第三章中第十九条の次に一条を加

える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して

一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

 四 第十一条の規定（貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四

十一条の七に一項を加える改正規定を除く。） 貸金業の規制等に関する法律等の一

部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）附則第一条第四号に掲げる規定の施

行の日又は施行日のいずれか遅い日 

 五 第十六条の規定（資金決済に関する法律目次の改正規定（「第五十一条」を「第五

十一条の二」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を

加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定を除く。） 資金決済に

関する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日 

 六 第十六条の規定（資金決済に関する法律目次の改正規定（「第五十一条」を「第五

十一条の二」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を

加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定に限る。） 前号に掲げ

る規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

 （金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法（以下「新金融商品取引法」とい

う。）第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二（第一項を除く。）、第

四条第一項（第四号に係る部分に限る。）、第二項及び第四項から第六項まで、第十三

条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の四、第二十三条の八第四項、第二十三

条の十三第一項、第二項、第四項及び第五項（これらの規定を新金融商品取引法第二十

七条において準用する場合を含む。）、第二十七条の三十一第一項、第二十七条の三十

二の二並びに第二十七条の三十四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引

法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、

施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法（以下「旧金融商品取

引法」という。）第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に

規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 

第三条 この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特

定投資家（旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同

じ。）以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第三十四条

の二第二項の規定による承諾をした金融商品取引業者等（旧金融商品取引法第三十四条

に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。）に対して施行日以後に新金融商品

取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品

取引法第三十四条の二第三項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有す

る。 



２ 前項の特定投資家が、施行日から期限日（旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第

二号に規定する期限日をいう。以下同じ。）までの間において、内閣府令で定めるとこ

ろにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項

の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条

第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合にお

いて、同条第三項の規定は、適用しない。 

３ 第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約（新

金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。）の申込

みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に

対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告

知しなければならない。 

４ 前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法

第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協

同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第十二条の三第二項、第五条の規定による改正

前の水産業協同組合法第十一条の九（同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第

百条第一項において準用する場合を含む。）及び第十五条の七（同法第九十六条第一項

及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）、第六条の規定による改正前の

中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項（同法第九条の九第五項及び第八項におい

て準用する場合を含む。）、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業

に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の五の二、第七条の規定による

改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十

七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定によ

る改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前

の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の

三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二（第十

二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項（同法第百九十九条において準用

する場合を含む。）において準用する場合を含む。）並びに第十五条の規定による改正

前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十

四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家につい

て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第四条 新金融商品取引法第六十六条の三十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度

に係る同条に規定する事業報告書について適用する。 

第五条 新金融商品取引法第六十六条の三十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度

に係る同条に規定する説明書類について適用する。 

 （商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定） 



第六条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律

の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日までの間の新金融

商品取引法第二条第三十七項の規定の適用については、同項中「商品先物取引法第二条

第三項」とあるのは、「商品取引所法第二条第八項」とする。 

２ 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施

行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法

の施行の日までの間における新金融商品取引法第二条第三十八項及び第三十九項並びに

第百九十四条の六の二の規定の適用については、新金融商品取引法第二条第三十八項中

「商品先物取引法第二条第五項」とあるのは「商品取引所法第二条第二項」と、「同条

第六項」とあるのは「同条第三項」と、同条第三十九項中「商品先物取引法第二条第十

一項」とあるのは「商品取引所法第二条第十九項」と、新金融商品取引法第百九十四条

の六の二中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。 

 （中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定） 

第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律（平成二十年法律第五十七号）の施行の日前である場合には、第六条のう

ち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」

とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。 

２ 施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合に

は、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中

「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。 

 （消費生活協同組合法の一部改正） 

第八条 消費生活協同組合法の一部を次のように改正する。 

  第十二条の三第二項中「、第三十七条の六」を「から第三十七条の七まで」に改める。 

 （協同組合による金融事業に関する法律の一部改正） 

第九条 協同組合による金融事業に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第六条の五の二中「係る書面の交付）」の下に「、第三十七条の七（指定紛争解決機

関との契約締結義務等）」を加える。 

 （投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正） 

第十条 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）の一部を

次のように改正する。 

  第二条第九項第二号中「第三十四条の四第四項」を「第三十四条の四第六項」に改め

る。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第十一条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第四十号中「取引等を行う市場の開設の認可、」を「取引を行う市場の開設

等の認可、」に改め、同号(二)中「取引等を行う市場の開設」を「取引を行う市場の開



設等」に改め、「）の認可」の下に「（同項ただし書の商品先物取引をするために必要

な市場の開設の業務に係るものを除く。）」を加える。 

  別表第一第四十一号中「の登録又は」を「若しくは信用格付業者の登録又は」に改め、

同号(七)を同号(八)とし、同号(六)の次に次のように加える。 

 (七) 金融商品取引法第六十六条の二十七

（登録）の信用格付業者の登録 

登録件数 一件につき九万円 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第十二条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の三の項中「第六十六条の十九第一項の届出」の下に「、同法第六十六条の

二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届

出」を加える。 

 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正） 

第十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第四十二号中「第五編」を「第六編」に改める。 

 （社債、株式等の振替に関する法律の一部改正） 

第十四条 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）の一部を次の

ように改正する。 

  第二百七十二条第二項及び第三項中「第八十七条の六第二項」を「第二条第十八項」

に改める。 

 （会社法の一部改正） 

第十五条 会社法（平成十七年法律第八十六号）の一部を次のように改正する。 

  第九百四十三条第一号中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六

項」を加える。 

 （株式会社日本政策金融公庫法の一部改正） 

第十六条 株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第六十三条第二項第一号中「及び第三十七条の三第一項第二号」を「、第三十七条の

三第一項第二号及び第三十七条の七」に改め、同項第二号中「第三十七条の三第一項第

二号」の下に「、第三十七条の七」を加える。 

 （株式会社日本政策投資銀行法の一部改正） 

第十七条 株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第四条第一項の表中「第三十三条、第三十三条の二」を「第三十三条第一項」に改め

る。 

 （金融庁設置法の一部改正） 



第十八条 金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第二号中「ウまで」を「ノまで」に改め、同条第三号中ウをヰとし、カからム

までをヨからウまでとし、ワの次に次のように加える。 

   カ 信用格付業者 

  第四条第三号に次のように加える。 

   ノ 指定紛争解決機関（銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第五十二条の六十

二第一項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。） 

 （罰則の適用に関する経過措置） 

第十九条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

おいて同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

 （政令への委任） 

第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定める。 

 （検討） 

第二十一条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施

状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 



     理 由 

 信頼と活力のある金融・資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導

入するとともに、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置を講ずるほか、

金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、

この法律案を提出する理由である。 


